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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開議 

○議長（黒宮喜四美君） おはようございます。 

 ただいまより継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（黒宮喜四美君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第81条の規定により、杉浦敏議員と安井光子議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 議案第48号 工事請負契約の締結について 

○議長（黒宮喜四美君） 日程第２、議案第48号を議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 皆さん、おはようございます。 

 本日御提案申し上げ、御審議いただきます議案は１件でございまして、その概要につきま

して御説明申し上げます。 

 議案第48号工事請負契約の締結につきましては、弥富北中学校耐震補強工事を施工するに

当たり、請負契約金額１億7,850万円で工事請負契約を締結するため、地方自治法第96条第

１項第５号及び弥富市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。議案の詳細につきましては総務部

長から説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以上でござ

います。 

○議長（黒宮喜四美君） 議案は総務部長に説明させます。 

 総務部長。 

○総務部長（伊藤敏之君） 議案第48号工事請負契約の締結について御説明を申し上げます。 

 ここに記載のとおり、１．工事名、弥富北中学校耐震補強工事、２．工事場所、弥富市鎌

倉町地内、３．請負契約金額、１億7,850万円、４．請負契約者につきましては大栄建設株

式会社、５．契約の方法につきましては11名による一般競争入札でございます。以上でござ

います。 

○議長（黒宮喜四美君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありせんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（黒宮喜四美君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 
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 討論の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（黒宮喜四美君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（黒宮喜四美君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第３ 一般質問 

○議長（黒宮喜四美君） 日程第３、一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。 

 まず安井光子議員、お願いします。 

○１１番（安井光子君） 皆さん、おはようございます。安井でございます。 

 トップバッターを承りまして、一般質問をさせていただきます。私は今回、子育て支援の

一層の充実をという問題で質問をいたします。 

 弥富市の子育て支援施策は、中学３年生までの医療費の無料化を初め、保育料の13年間値

上げ据え置きとか、保育に欠ける子の全員の入所、児童クラブ・子育て支援センター・児童

館の設置、学校のマンモス化解消や耐震対策などが計画的に進められております。これらの

施策は、子育てをするなら弥富市がいいねと高く評価され、大変喜ばれております。 

 まず一つ目でございます。国が進めようとしている保育制度の改革について、お尋ねをい

たします。 

 このところ、社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告や閣議決定、規制改革推進の

ための３か年計画、これは再改定でございますが、これなど新保育制度への転換をめぐって

活発な議論が行われております。児童福祉法では、子供に必要な保育は国と地方自治体の責

任で実施することが義務づけられております。しかし、新しい保育制度に変わりますとどう

なるのでしょうか。三つについてお話をいたします。 

 まず１点目、自治体の保育実施義務がなくなります。保育所への入所は、父母と施設との

契約によるとされます。自治体は利用者の保育利用認定を行い、時間単位で契約利用料に対

して一定の費用を支払う、こういうふうにされると言われています。保育所に入れないこと

があっても、自治体は責任を問われません。新保育制度は、保育の公的責任を解除して、保

育を市場化し、営利企業に開放することになってしまいます。 

 二つ目、国の最低基準、職員の配置とか保育室の広さ、給食・調理室の設置をなくして、

自治体ごとに基準を引き下げることができるようになります。保育者の処遇を悪化し、子供
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たちの確かな発達と生活が保障されなくなるのではないでしょうか。 

 三つ目、現在は、保育所の運営や施設整備の経費は公費で負担する責任があります。新し

い制度では、国や自治体の保育予算が減れば子供の保育条件は悪くなり、保育料負担がふえ

ます。市場化で保育の質は保護者が支払うお金次第、これに変わります。昨年、首都圏を中

心に展開していました企業立の保育所「ハッピースマイル」が、本社の経営難から一斉に閉

園する事態が起き、大混乱が起きています。これは、新聞等で皆さんも御存じのとおりだと

思います。このように変わると言われております。新しい保育制度は、介護保険に似た制度

を保育にも導入しようとしていると言われております。 

 まず一つ目のお尋ねをいたします。以上の保育制度改革の内容について、市はどのように

認識されていますでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 改めまして、おはようございます。 

 安井議員の保育制度の改革につきまして市の見解でございますけれども、安井議員のおっ

しゃってみえます保育改革制度は、政府の地方分権改革推進委員会、あるいは規制改革会議

において今議論をされているところでございまして、まだ途中経過のところでございます。 

 この内容につきましては、先ほど議員の方からもお示しがあったように、保育所における

質の確保と量の拡大をどうしていくかというようなことが問われておるわけでございます。

そしてもう一つは、多様化するニーズに対してどうこたえていくかという保育所のサービス

のあり方、そういったことが問われておるわけでございます。また、官民という形の中にお

ける事業者による競争というようなことが、この中に含まれておるわけでございます。一番

の制度改革の問題でありますのは、この直接契約等に結びつくような競争関係ではないかと

いうふうに思っております。入所希望者が個々の保育所と独自に契約をするという形になっ

ておるわけでございます。そうした場合においては、施設運営が困難となり、いわゆる低い

所得の方の子供さんたちが拒否される、そんなような事態が起こりがちになってくるわけで

ございます。そういったことが大きな問題とされてくるわけでございます。 

 私どもといたしましては、入所要件であるとか最低基準の見直しなどについて議論がされ

ているところでございますけれども、この改革につきましては、待機児童があふれている都

市部での対応が反映されているというふうに思っておるわけでございます。しかしながら、

保育所というのは児童福祉施設でもございます。そうした中における市場原理の競争である

とか、あるいは規制緩和というようなものが採用されることによって、保護者であるとか、

あるいは事業者の方が過度の競争を強めていくというようなことは、保育という観点からい

かがなものかというようなこともいろいろ懸念されるわけでございます。こういうことの改

革においては、その成り行きについては注目をしていきたいというふうに思っております。 
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 弥富市といたしましては、公立保育所が整備され、長く歴史があるわけでございますが、

民間の幼稚園ともうまく共存をしているというふうに思っております。今までつくり上げて

きたこの保育所の制度につきまして、さらに精進をして仕組みを進めていきたいと思ってお

りますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 市長の御答弁の中で、現在の児童福祉法に基づいて保育園に競争原

理のやり方を持ち込むというのは少し問題があるんじゃないかと。その他についても、きち

んとしたお答えをいただきました。 

 では、次の問題に移ります。 

 2006年から2008年にかけて衆参両院で、現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子

育て支援予算の大幅増額を求める請願が、３年連続で政党・党派を問わず、全会一致で採択

されております。1980年代以来、毎年200万から500万筆の署名運動と国民世論の広がりが国

会を動かしています。しかし、今お話ししましたように、政府・財界は現行の都道府県によ

る認可制度に変え、客観的な基準を満たせば参入を自由とする指定事業者制を導入する方向

を打ち出しています。公的な保育制度を壊そうとしております。衆参両院で全会一致で採択

された署名に込められた親や保育者、それから地域の人々の願いは、子供の成長・発達をし

っかりと支えてくれる場所をすべての地域に十分つくってほしい。今の保育制度を守り、広

げてほしい、この願いからではないでしょうか。次の点について、市長の御見解を伺います。 

 憲法、児童福祉法に基づく公的保育制度の堅持・拡充を、市長会を通じて国に求めていた

だきたいと思います。 

 二つ目は、先ほど市長の御答弁にもありましたが、市が進めているすばらしい保育行政を

今後も堅持され、より一層の充実を求めたいと思います。 

 この２点について、市長の御見解を伺います。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 安井議員にお答え申し上げます。 

 現行の保育制度の堅持あるいは拡充と、保育・学童保育についてということでございます

が、2008年、昨年６月に第169回通常国会におきまして請願が提出され、全会一致で採択さ

れたことは十分承知しているわけでございます。その請願は、現行の保育制度を堅持・継続

をしていくという形でございまして、私どもとしても、その重要性に対してはしっかりと受

けとめさせていただいておるところでございます。弥富市といたしましても、今後、財政は

大変厳しい状況ではございますが、現行の保育制度については、さらに充実を求めて努力し

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、市長会を通じてというお話でございますけれども、市の状況につきましては、いろ
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んな市の見解もさまざまにあるわけでございますので、その点につきましては、さまざまな

市の状況ということを注意深く判断していかなきゃいかん、慎重に見守っていかなきゃなら

ないというふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思っております。以上でござい

ます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 次の問題に移ります。 

 ２番目は、子供たちの貧困について御質問をいたします。 

 近年、貧困と格差の広がりが大きな社会問題となって、子供たちに影響を及ぼしておりま

す。子供の貧困が新聞等でも指摘されるようになりました。特に昨年秋の金融危機に始まっ

た大不況のもとで、愛知県では皆さんも御存じのように３月の求人倍率は0.61倍、10ヵ月連

続で下落しておりますし、下落率は全国１位となっております。全国最悪の雇用破壊がこの

愛知では行われ、子供の貧困がますます深刻になっております。皆さん、４月20日の中日新

聞では、ごらんになった方もあると思いますが、こんなに大きく子供の貧困問題が取り上げ

られております。以下、子供の貧困にかかわる問題の基本認識と、具体的な施策については

医療、保育、教育に絞ってお尋ねをいたします。 

 マスコミの報道や私が聞いている県内の実態を御紹介いたしますと、親の解雇によって親

子でホームレスになってしまったとか、国保税が払い切れずに保険証を取り上げられて、子

供が無保険状態に置かれている。子供は熱が出ても、けがをしても病院へ行けないので、学

校の保健室に駆け込んで、「先生、えらい、えらい、何とかして」というふうに訴えている

そうでございます。また、国公立・私立を問わず授業料未納の高校生がふえて、生活困難に

よる退学者が非常にふえているそうでございます。 

 このように、子供の貧困の深刻さ・重大さに多くの皆さんが胸を痛めておられるのではな

いでしょうか。子供の貧困は、子供の自己責任ではありません。にもかかわらず、親の生活

困窮によって、子供たちの衣食住や医療、教育など当たり前の権利が奪われております。そ

して、貧困と格差が固定化し、貧困の世襲、貧困の世代間連鎖が心配されております。日本

国憲法や子どもの権利条約にうたわれている子供の生存権・教育権が、余りにも今の日本で

はないがしろにされていると言わざるを得ません。 

 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の統計によりますと、日本は先進国18ヵ国の中でただ一つ、

社会保障や税による所得再配分が行われた後で子供の貧困率が悪化しています。国立社会保

障・人口問題研究所の阿部彩さんによりますと、日本の子供の貧困率は1999年から上昇し、

2004年には14.7％、日本の子供の７人に１人が貧困だと言われております。本来は、社会保

障給付や累進課税による所得再配分によって、貧困と格差が是正されるはずでございます。

しかし、日本だけは全く逆でございます。 
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 これはなぜでしょうか。それは、国の構造改革政治による相次ぐ庶民増税や、毎年2,200

億円に上る社会保障費の切り捨てによって所得再配分機能が壊され、貧困と格差がひどくな

っているからでございます。子供の貧困解消に公的支援が届いていないからではないでしょ

うか。子供の貧困の問題は、大きく見れば政治の責任でもございます。 

 ６点にわたってお尋ねをいたします。 

 まず１点目、私は、子供の貧困をなくすことは政治の急務であり、国も自治体も、そのた

めに大いに力を尽くすことが求められていると思います。そこでまず市長に、子供の貧困問

題をどのように認識しておられるのか、またこの問題に臨む基本姿勢についてお聞きをした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 安井議員の御質問の子供の貧困についてということでございますが、

今言われております100年に１度の経済不況ということが、さまざまな形で私どもの社会に

対していろんな問題を提起しているわけでございます。また、その中で特に雇用問題につき

ましては深刻な問題であるということを、私どもも十分認知しているところでございます。

国の方も、平成21年度の国家予算、あるいはそれに続く補正予算の中において、さまざまな

経済施策あるいは地方の活性化ということについて、現状の打破政策をされているところで

ございます。私も年２回、保育所であるとか、あるいは児童館、子育て支援センター等々を

訪問させていただいております。その中で、今回のこの経済不況における、例えば保育所に

通所ができなくなった児童さんは見えませんかとか、さまざまな形で今回はその辺のところ

にポイントを置きながら、施設長あるいは所長にお話を伺うわけでございますが、幸いにし

て、弥富市の場合はそういうようなことは現状としてはございませんでした。 

 とりわけ経済不況という形での所得格差ということは広がりつつあるわけでございますが、

それに伴う国のセーフティーネットというのが少し壊れてきてしまっているということは、

大変心配するところでございます。次の時代を担う子供たちが健やかに育つ場所である環境

の整備は重要な施策であろうというふうに思っておるわけでございます。弥富市といたしま

しても、そういったことに対して十分ではございませんけれども、さまざまな施策をこれか

らも進めてまいりたいと思っておるところでございます。 

 今、政府の方は景気対策、それに基づく成長ありき、あるいは歳出の削減ということもお

っしゃっておりますけれども、今私どもとしてはもう一つ、社会保障の問題について力強さ

をいただきたい。地方の財政というものについても限界があるわけでございます。そうした

中においては、国の補助というものを強く要望するところでございます。そうした形におけ

るさまざまな子供さんに対する貧困問題等についても、あてがっていかなければならないん

ではないかというふうに理解をしているところでございます。以上でございます。 
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○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 市長の力強い御答弁をいただきました。 

 では、次の具体的な問題に移ります。 

 まず一つ目、国保税の滞納と保険証についてでございます。 

 子供の貧困解決で重視すべき問題は、すべての子供に医療の保障をすることです。昨年、

国保税滞納世帯で資格証明書を交付されている世帯の子供が、いわゆる未保険状態に置かれ

ていることがマスコミでも大問題になりました。国は、それを受けて４月１日、国民健康保

険法を改正し、中学生以下の子供には短期保険証を交付するよう義務づけました。 

 まず一つ目、市全体で短期保険証交付件数は何件か。これは大人も含めてでございます。

それで、未交付の件数は何件か。その中で子供のいる世帯の未交付は何件でしょうか、お答

えいただきたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 保険年金課長。 

○民生部次長兼保険年金課長（佐野 隆君） それでは、安井議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 国民健康保険税の滞納世帯に交付する有効期限の短い被保険者証の短期証でございますが、

５月末現在で255件の交付をしています。また、本来短期証の交付の対象にもかかわらず受

け取りに来られない、未交付となっている方は129世帯ございます。この129世帯のうち５世

帯が中学生以下の子供さんの見える世帯でありまして、うち２世帯が外国人の世帯となって

おります。内訳としまして、その５世帯は１世帯が２割の軽減、４世帯は一般の世帯でござ

いました。本年度から、先ほど安井議員も言われましたように、中学生以下の子供を持つ世

帯には６ヵ月の短期証を交付することになりました。従来から、短期被保険者証の期限更新

の際には事前に通知をして、納付相談の上、更新をしていただくよう行っております。以上

でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 新型インフルエンザの感染も心配されているときだけに、即刻、大

人の方の未交付も129件と大変な数でございます。この問題は、きょうの質問ではさておき、

あと委員会等で質問させていただきますが、子供さんの貧困についての質問ですので、子供

さんに限って質問をさせていただきます。 

 今、子供さんのいる世帯への未交付は５件というお話でございましたが、インフルエンザ

の問題もございます。即刻、保険証が子供さんのいる世帯に渡るように、面談などをして手

を打っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。市の対応についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（黒宮喜四美君） 保険年金課長。 
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○民生部次長兼保険年金課長（佐野 隆君） 新型インフルエンザに対する被保険者証の対応

でございます。 

 新型インフルエンザに係る発熱外来の受診について、国から資格証明書交付者の取り扱い

についての要領が打ち出されております。当市では資格証明書は発行しておりませんので、

現在の段階では、すべての方が普通証及び短期証の交付を受けることとなります。短期証の

未交付の方については、再度御案内申し上げて納付相談を受けていただき、短期証の交付を

していきたいと考えておりますが、万が一、発熱外来に未交付の方が受診された場合は、当

該医療機関と調整の上、対応していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 私の質問が悪かったのかもわかりませんが、子供さんにはすべて短

期証を渡さないといけないと法律で決めているのに、弥富市でも５人の方には保険証が渡っ

ていない。このことは非常に重大だと思います。面談をしてでも即刻保険証を渡していただ

きたい。このことについてどのように対応されるか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 保険年金課長。 

○民生部次長兼保険年金課長（佐野 隆君） 国からは、未納者の方について資格証明ではな

く、６ヵ月の短期証を出すようにという通知が来ております。ですから、その方々に一度面

談を申し込み、こちらの方で短期証の交付という形になろうかと思います。以上でございま

す。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 一日も早く５人の子供さんに保険証が渡るよう、対応をしていただ

きたいと思います。 

 次の問題に移ります。保育料の滞納と減免についてでございます。 

 保育料の滞納について、現状はどのようになっていますでしょうか。その滞納の原因につ

いてどのように考え、どう対応されているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 児童課長。 

○児童課長（鯖戸善弘君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 ５月末時点の保育料の滞納者は、７世帯で８名の園児になっております。しかし、そのよ

うな方において、11段階での区分で保育料を定めている中で、いわゆる低所得や解雇などに

よるものではなく、以前より納入がおくれている方と。しばらくおくれて、また後から納め

ているとか、そういうような形で続いております。そのような家庭は、市より足を運び、説

明をし、徐々にではありますが支払いをしていただいているところであります。現在のとこ

ろ、解雇などの収入減によると思われる滞納者はふえてはいませんが、今後の動向は注視し

ていきたいと考えております。以上でございます。 
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○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 今の経済事情がそのまま反映しているとは思えないというようなお

話がございましたが、例えばそのうちの事情によって、若い方が今までの収入に合わせて多

額のローンを組んでいらっしゃるとか、いろんな事情もおありかと思います。それで、残業

なんかがなくなって収入が大幅に減ったとか、そういう方もなきにしもあらずではないでし

ょうか。そこら辺の事情をよく聞いていただいて、相談に乗っていただきたいと思います。 

 それでもう一つは、保育料は前年の所得によって決まりますが、保護者の失業、所得の激

減があった場合、市は救済の手を差し伸べるべきではないでしょうか。今もお話がございま

したが、保育条例第４条、利用料の減免、市長が特別の事情があると認めたときに利用料の

減免ができると、こういうことになっております。それで、これにつきまして具体的な基準

を決めるべきだと思いますが、それについていかがでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 児童課長。 

○児童課長（鯖戸善弘君） ただいまの質問について答弁させていただきます。 

 利用料減免の質問の件ですが、実は市長の方からもそのことについては検討するように、

さきからも言われております。市長が保育所とか児童施設を回られてずうっと面接している

中で、そういう状況を考えながら私どもにも宿題としていただいておりまして、実は、その

条例のところの内規を定めまして、会社の倒産や、あるいは解雇で減収に追い込まれた場合、

再就職先を探す御家庭の子供に対して、保育所に通っていた場合ですと、就職を探している

間、３ヵ月間にわたり保育料を免除して、就職を探せて、また保育がきちっとできるような

状況が継続できるようにということで内規を定めるようにはしております。以上でございま

す。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 利用料の減免については、御報告のとおりに進めていただくという

ことでございました。 

 それで、時間の関係で次の問題に移ります。給食費の滞納と、その対応についてでござい

ます。 

 小・中学校の給食費は、今年度から１食20円ずつ値上げされました。滞納者はどのように

なっていますでしょうか。家庭の事情をよく聞いて対処していただきたいと思います。家計

が厳しいのであれば、就学援助制度の申請をぜひお勧めいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） 安井議員のただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 小・中学校の滞納の状況ということでございますけど、今年度はまだ始まったばかりでご
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ざいますけど、従来からもおくれがちの方がございます。ちなみに、20年度の市内での給食

の滞納件数は３件、３万6,610円でございます。滞納者につきましては、引き続き収納の方

には努力をさせていただいておりますけど、就学援助につきましては、新学期当初に児童・

生徒全員の方に就学援助の概要を書いたチラシを配布しまして、周知に努めております。ま

た、学校の先生に毎年説明会を開催しまして、内容についての周知に努めております。学年

費・給食費等の納入がおくれがちになった早期の段階で、学校から保護者の方に制度の周知

に努めております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） いろいろ御努力をやっていただいておるんですが、まだ人数が３名

と少ない状況の中で、やはりよくお話を聞いていただいて、就学援助制度を御存じないかも

しれませんので、この制度について受けてみえないのであれば、またぜひお話をしていただ

きたいと思います。 

 では、次に移ります。 

 保護者の家計悪化による就学援助受給者がふえております。2006年、文科省の調査により

ますと、受給者がふえた要因とか背景の76％は、企業の倒産、リストラと経済状況によるも

ので、全国で７人に１人の小・中学生が親の経済的理由により就学困難と言われております。

憲法26条、義務教育は無償と決めておりますが、給食費、学用品、修学旅行費など多額の費

用がかかります。学校教育法第19条で、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に

市町村が必要な援助をしなければならないとしているのが就学援助制度でございます。 

 まず一つ目の質問です。弥富市では平成18年度から20年度までの援助率、平成20年度の就

学援助の金額はどのようになっていますでしょうか。また、21年度の結果はまだ出ていない

と思いますが、どのような傾向が見られるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） 18年度から20年度までの就学援助率の関係をお答えさせていただ

きます。 

 平成18年度の小・中学校の就学援助率は7.09％でございます。平成19年度の就学援助率に

つきましては7.31％、平成20年度の就学援助率につきましては7.4％となります。平成20年

度の就学援助の支出総額は、小学校が1,090万9,754円、中学校が906万4,197円の合計で

1,997万3,951円、19年度と比べまして110.4％となります。平成21年度の就学援助の認定状

況ということでございますけど、現在、就学援助の認定作業中でございますが、御承知のよ

うに昨年10月以来の経済不況でございますので、今年度の認定者は増加することが予想され

ると考えております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 
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○１１番（安井光子君） ありがとうございました。 

 18年度から徐々に上がってきておりますし、今年度は恐らくふえるんじゃないか、こうい

う御答弁をいただきました。 

 次の質問に移ります。 

 今、戦後最悪の景気悪化の中で失業とか倒産が広がっており、家計が本当に厳しくなって

おります。今こそ市として認定基準を広げ、離職者が年度途中でも就学援助制度を活用でき

るよう、今日の事態に合った緊急対応ができるようにすべきではないでしょうか。 

 これはどういうことかといいますと、例えば今年度の就学援助の所得基準は、昨年の１月

から12月までの所得が基準になります。もし昨年度、援助の基準よりも超えていましても、

今年度、失業とか解雇されたり派遣切りに遭ったという方は、経済的に非常に困っておみえ

になる方でございます。就学援助制度は生活にお困りの家庭を対象としておりますので、ぜ

ひ事情をよく聞いていただいて、今年度仕事がなくなった、激変して非常に収入が減った、

こういう方に対しても御相談に乗っていただいて、援助をしていただきたいと思うんですが、

やっぱりきちんと生活保護基準の1.2倍ということがありますが、今の激変緩和の時代です

ので、そこら辺をいろいろ話し合って、もう少し柔軟に対応していただけないかと思います。 

 それで、愛知県の東浦町は、今年度から就学援助の対象を、離職などにより所得見込みが

基準額以下の方に拡大をされております。弥富市でもぜひ御検討をいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） 御承知のように、就学援助につきましては、生活保護に準ずる程

度に困窮していると認められる方に補助をする制度でございます。学年当初の世帯全員の前

年中の所得状況を客観的に判断しておりますけど、議員が質問のように、現在の所得基準は

私どもの場合ですと生活保護の1.2倍以下でございますけど、こちらの場合を大幅に緩和す

るということは、客観資料のないケースということもございますので、ことしだけ認定基準

を拡大するということは、生活保護の基準とか来年度以降の関係もございますので、困難か

と考えております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 派遣切りとか、それから仕事がなくなるということは本人の責任で

はありません。昨年の所得が少し基準より上回っていたとしても、現在暮らしていけないも

んですから生活に非常に困られるわけですね。子供さんに就学援助がないと給食費も出せな

い、保育料なんかも払えないとか、そういう状態が起きてくるわけでございます。だからそ

こは柔軟に、途方もなく1,000万どれだけと去年あったという方はまた別といたしまして、

微妙なところの方につきましては、こちこちに生活保護基準の1.2倍、昨年の収入が上回っ
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ているからできないという判断じゃなくて、緊急避難的な対応を、温かい気持ちを持った弥

富市でございますので、ぜひそこは柔軟に判断をしていただきたいと思います。再度お答え

をお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） すみません、私の答弁が少し舌足らずでございましたけど、1.2

倍で自動的に切るということは従来からもしておりませんし、今回のケースでも例えば1.2

倍だから就学援助はだめですという、そういう考えはしておりませんし、先ほど一部申し上

げましたけど、民生委員さんと学校長さんとの合同審査会というのを６月末から７月にかけ

て行いますので、そういったところで状況を判断させていただきますので、1.2倍だけで切

るということではございませんので、御理解願いたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 再度申し上げますが、困窮して必要な人には必要な支援という立場

でぜひ対処をしていただきたいと思います。 

 次の問題です。外国人の子供への対応についてでございます。 

 今日の経済危機に直撃を受けているのは、外国の方も例外ではございません。在日の外国

人の子供に対する対応・相談・支援はどのようにされていますでしょうか、お答えをお願い

します。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） 外国人の方への対応ということでございますけど、外国人の方に

つきましても従来と同じで、日本人と同じように所定の申請をしていただき、所定の就学援

助の適否を判断、審査しております。また、外国人の方につきましての就学援助の案内書・

申請書につきましては、外国語で作成して、その周知・支援に努力をしております。以上で

ございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） 言葉の壁もあると思いますので、就学援助その他について御存じな

い方もあるかと思います。ぜひ心に寄り添って御支援をいただきたいと思います。 

 次の問題に移ります。次世代育成行動計画についてお尋ねをいたします。 

 計画の期間は平成17年度から26年度までの10年間の計画で、平成22年度から26年度を後期

と位置づけ、今年度、計画の見直しが行われることになっております。時間の関係で、前期

の評価等についてお尋ねするつもりでございましたが、後の機会に移したいと思います。 

 まず一番初め、後期計画の策定はどのように進められていますでしょうか。策定委員の構

成とかアンケートの実施状況、パブリックコメントの実施等についてお尋ねをいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 児童課長。 
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○児童課長（鯖戸善弘君） まず最初は、策定委員の内容について答弁いたします。 

 後期行動計画については、既に昨年度、策定委員を設置し、区長会長、子ども会連絡協議

会の会長、民生委員会協議会会長、主任児童委員代表、社会教育委員会委員長、女性の会会

長、小・中学校校長会の会長、ＰＴＡ連絡協議会長、それから市内の民間の幼稚園の園長２

名になるわけです。それから母親クラブの会長、市側としては市長、副市長、それと保育所

長の代表の16名で構成をされております。それで、昨年度は２回協議会を開催し、今年度は

３回程度開催する計画で進めております。 

 続きまして、アンケートとパブリックコメントについて答弁させていただきます。 

 アンケートの実施につきましては、平成20年度１月、２月に子育て支援ニーズ調査という

形で実施させていただきました。少し概要について触れさせていただきます。 

 就学前の児童1,500票と小学校のところの世帯に1,500票で合計3,000で、そういう機関と

か、あるいは郵送などを含めて配布させていただきまして、2,502票の回収がございました。

回収率としては83.4％です。アンケートの内容につきましては、現サービスの利用状況やこ

れからのサービスについての希望、子育てに関する悩みや不安などを伺いました。ちょっと

二、三、内容を紹介させていただこうと思います。 

 子育て支援サービスの認知度について伺ったところ、児童館については９割以上が認知さ

れていて、児童クラブについては80％強の方が認知されていると。子育て支援センターにつ

いて、これについては認知というより利用の割合について伺いましたら、１割程度が利用さ

れていると。子育てに関する悩みを伺いましたら、「不安とか負担を感じる」とか、あるい

は「不安とか負担を感じない」と、それぞれが40％ほどありました。半々ということでござ

います。それから、仕事、家事・育児、プライベートの優先を伺ったところ、家事・育児優

先というのが当然と思うんですが65％強、それから仕事優先というのが30％、プライベート

優先というのが若干でございまして、これもまた当然なわけですが、子供が小さい御家庭ほ

ど家事・育児を優先されているということです。そのような内容を踏まえながら、今後の計

画づくりに反映していこうと考えております。 

 次に、パブリックコメントについてでございます。 

 策定委員会の中で相談をしながら進めていくところではございますが、計画的には12月ご

ろに御意見を求めたいと思っております。それにつきましては広報で御案内させていただく、

あるいはホームページで御案内させていただいて、ホームページで見ることもできますし、

児童課の窓口のところに計画の骨子となるものを準備して、それをごらんいただいて御意見

を求めるという形で進めていこうと思っています。それで聞いたのをまた計画の中に反映し、

また策定委員会の中でそのあたりも含めて最終的にはいろいろ御相談をいただくと、そのよ

うに考えております。以上です。 
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○議長（黒宮喜四美君） 安井議員。 

○１１番（安井光子君） ありがとうございました。 

 あと３問質問が残っております。これをまとめて質問させていただきます。 

 まず一つ目は、子育て支援の後期計画の中に子供の貧困解決を喫緊の課題として位置づけ、

そのための重点対策を明確にすべきだと思いますが、御所見を伺いたいと思います。これが

１点目です。 

 ２点目は、今から申します三つの点については、過去の一般質問でも取り上げ、検討課題

になっている問題もございます。今、次世代育成の後期計画の策定の時期でもありますので、

ぜひとも改善を図っていただきたいと思います。 

 まず一つ目、白鳥保育所の開所時間の繰り上げでございます。 

 現在は８時となっておりますが、仕事の都合で数人の保護者から繰り上げの要求が引き続

いて出されております。きちんと保育士を配置して改善をしていただきたいと思います。先

日も８時前から保育所の前に立ちまして、預けに見えるお母さん・お父さんの声を聞いてみ

ました。現在は、以前と違って８時少し前に門があけられるということでございますが、７

時半からぜひ預かってほしいという方が五、六人ございました。７時45分ぐらいから預かっ

てほしいという方が、また数人お見えになりました。ぜひ保育士さんを配置して、開所時間

の繰り上げをしていただきたいということ。 

 二つ目は、乳児保育は生後６ヵ月から預かってほしいという強い要求が出されております。

合併前、十四山の保育所は６ヵ月から預かることができました。親が働いていて保育に欠け

る子供を、責任を持って保育するのが自治体の役割ではないでしょうか。公務員の方なんか

は、１年、３年と育児休暇が保障されております。しかし、民間、中小零細の方は特に保育

所が８ヵ月、10ヵ月からしか預かってもらえないとなりますと、そんなことを申し出たら、

あすから来てもらわなくてもいいですと断られるような状況でございます。経済事情がこん

な厳しいときだけに、仕事は何としても続けないとやっていけない、本当に困ってしまう、

こういう方に対して温かい手を差し伸べていただきたいということと、それから専門職の看

護師さんなんかは、８ヵ月も10ヵ月も育休をとりますと、日進月歩の医療の進歩の中でなか

なか職場復帰が難しいという問題も聞いております。公立の保育園、市が運営する保育所で

ありますので、ぜひ生後６ヵ月から預かれる保育をやっていただきたい。男女共同参画の時

代でございます。今どき市がこういう状態というのは、やはり改善すべきことではないかと

思います。 

 三つ目は、児童館が子供たちに親しまれ、利用しやすくするために、また子供の居場所と

して利用されるために、親との連携をしっかりと図って、学校から直接児童館に行けるよう

に、その対応の改善を図っていただきたい。特に以前からもずうっと出ておりましたが、鍋



－３５－ 

田地域ですと、うちへ帰ってから児童館へ行くのに本当に日が暮れてしまうという場所もご

ざいます。十四山も、この20日から児童館が開館されるんでございますが、十四山でも端っ

この方ですと、東部小学校と児童館はすぐ近くでございます。うちへ帰ってからまた児童館

へ行くというのは、これも日が暮れてしまいそうでございます。ぜひこの改善を図っていた

だきたいと思います。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 児童課長。 

○児童課長（鯖戸善弘君） まず最初の、子供の貧困のことを含めるという話でございますが、

本計画書は、次世代育成支援対策推進法で定められて、市町村の子育て支援のための総合的

な計画書であります。策定に当たっては、国や県の計画との整合性をとりながらも、弥富市

の地域性を生かしながら進めていくところでございます。そうした視点の中で策定していき

ますので、特に子供の貧困という切り口をもって進めていくということではございません。

そういうことで御理解いただきたいと思っております。特に国の方でもこうして目まぐるし

く状況が変わる中で、いろいろと策定に盛り込むことが出てくる。そういう中で受け入れな

がら、全体として調整していく中で最終的に弥富らしさを出して進めていくということで御

理解いただきたいと思います。 

 続きまして、白鳥保育所の関係とか、そのあたりについて以前から質問いただいているこ

とは承知をしております。基本的には策定委員の方と相談の中で進めていくところなんです

が、基本的な行政の現状をちょっと説明させていただきます。 

 白鳥保育所につきましては、職員としても８時よりも少し早く門を開くなどの努力をして

いるところでございます。御家族の方には慌ただしい中でのお子様の送りになりますが、お

おむね理解をいただいてはおります。というのは、実は私自身も実際に出かけていって、そ

の様子を見させていただいたり、保育所の所長さんともそのあたりを話ししておりまして、

また御意見が住民の利用者の方からあれば聞かせてくださいという中で見守りながらは進め

ておりますし、正直なところ、こちら行政としても努力できる範囲内のところを今やってお

りますし、御利用される方も早い方がいいか遅い方がいいかというのではなくて、少しでも

歩み寄りながら、御理解いただきながらというところで、慌ただしい中ですが、そういう形

で仕事と保育の受け渡しのところは何とか両立しながらやっていただいているように理解は

しておりますが、今後ともニーズの量と実際職員の勤務体制ということがございますので、

それを配慮しながら見守っていくというところでございます。 

 続きまして、乳児保育の生後６ヵ月からということでございますが、御家庭の諸事情もあ

るとは思いますが、お子さんが小さいうちの親子のスキンシップはかけがえのない愛情であ

り、家庭での育児を大切にしなければならない時期だとは考えております。乳児の成長過程

から考えても、生後６ヵ月と８ヵ月とでは成長に大きな差があり、８ヵ月までは母親のもと
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で保育するのが大変望ましいというように考えておりまして、市としても、次代の子供を育

てるためには８ヵ月までは家庭での育児を大切にしていただきたいという考えには変わりは

ございませんもんで、そういうことを含めて御理解いただきたいと思っております。 

 なお、次世代育成のアンケートの中でも、就学前の児童をお持ちの保護者の73％強の方が、

生後８ヵ月からの保育所への受け入れでいいというような回答もいただいているのも含めな

がら、判断をしております。 

 それから、最後に御質問いただきました、学校から児童館へ直接行けるようにという内容

でございますが、現在、学校教育において児童のけがなどの保険として、日本スポーツ振興

センターの保険に加入しております。そうした状況の中、本来の通学路から離れてどこかに

立ち寄ってけがをした場合、保険の対象となりません。そうした保険制度の中で進んでいま

すので、学校管理下であるかどうかを明確にするためにも、児童においては寄り道をせず、

一たん家に帰って、改めて児童館に出かけていただくよう御案内をしているところでござい

ます。 

 参考までに、津島市とか愛西市の状況も確認はしたんですが、弥富市と同じように、一た

ん家に帰ってから児童館に出向いているということでございますし、基本的な児童施設とし

ての対応としては、こういうやり方で進めていくというように考えておりますもんで、御理

解のほど、お願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 安井議員、時間になりました。 

○１１番（安井光子君） 一言だけお願いいたします。 

 一番初めの白鳥保育所のことでございますが、本当に大変緊張した中で子供さんを車で連

れて、走って、預けてという、職場の都合、お仕事の都合でそういうふうにされております。

だから、そういう保育のニーズがあればもう30分早める。せめて15分でもいいですから、そ

のように対応していただきたい。もう考え方の問題だと思うんです。市の姿勢の問題だと思

います。 

 それから、８ヵ月から保育をするということは、子供を８ヵ月までは母親のもとで大事に

大事に、その保育論の理論はわかります。でも、今の経済事情、母親の働き方の状態にあわ

せると、余りにも考え方の根本に乖離がございます。働くお母さんも、子供とのスキンシッ

プが昼間できないから、夜はもう本当に大事に会話をしながら子供とのスキンシップをやっ

ていこうというふうに働く親は努力をしてみえます。だから、今の実態にそぐわない根本的

な考え方をぜひ改めていただきたい。児童館の問題もしかりでございます。 

 ありがとうございました。これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（黒宮喜四美君） ここで暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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             午前11時08分 休憩 

             午前11時20分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（黒宮喜四美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に三宮十五郎議員、お願いします。 

○１２番（三宮十五郎君） こんにちは。御苦労さまでございます。 

 通告に基づいて２点にわたってお尋ねいたしますが、最初は中・長期の展望を持った行財

政計画と財政管理をということで、まず一番最初は、職員の皆さんがその気になればすぐに

できる問題についてお尋ねをいたします。 

 今、国民生活や地方のために必要な財政支援が次々と縮小される中で、中・長期の展望を

持った行財政計画を持つこと、無駄のない合理的な財政運営を行うことが、いつのときにも

増して大切な課題となっております。かつて愛知県は中部電力などに大変甘い対応が行われ

ており、電柱などの道路占用料は、仮に取ったとしても、移転費用を負担すればほとんど効

果がない状態が県下で広く横行しておりました。各地の日本共産党の市町の議員や当時の県

議団が力を合わせて、国道並みの基準にすれば必ずメリットがあると指摘をし、改善を行い、

我が弥富でも、その後、道路占用料と公共物使用料条例をあわせてつくり、18・19年度決算

では、合わせて4,892万円の収入に対して移転などの支出は176万円で済み、市財政に貢献を

しております。 

 こんなこともございまして、私はかなり以前から、市の基金と一般会計の一時的な剰余金

を効率的に運用することで利息などの収入を確保することを繰り返し求めてまいりました。

担当者を中心に一定の努力もされ、18年度末一般会計管理下にあります基金は38億6,800万

円に対し利息収入321万円、利回り0.083％から、19年度は基金37億3,100万円に対し1,247万

円、利回り0.3％で一定の改善が行われております。しかし、愛西市では市場に出回ってい

る満期日までの期日の短い国債や都道府県債の運用もあわせて行っており、運用利回りが基

金に対して0.489％で、3,500万円を超える利息収入を上げております。また、弥富市は一般

会計の現金管理はほとんど無利息の決済用普通預金に保管をされておりますが、愛西市では、

これも定期預金や、企業や銀行が資金対策のために市場に放出する満期まで１ヵ月を割り込

む国債なども運用しまして、19年度は900万円を超える運用利息を確保しております。仮に

愛西市に近い利回りが得られる運用を行えば、19年度分の基金や現金があれば1,000万円近

い増収が見込まれると思いますが、一層の努力と改善を図っていただきたいと思いますが、

まず担当の方から御答弁をお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 会計管理者。 

○会計管理者兼会計課長（村上勝美君） 三宮議員より、歳計現金並びに基金の運用に関して
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の御質問をいただきました。 

 議員言われるとおり、平成19年度以前につきましては、ペイオフ対策というような形にお

きまして、そうした運用についてのほとんどがなされていない状況でございました。平成19

年度以降につきましては、基金の個別の枠の取り払い等、また平成20年には資金管理及び運

用基準の見直し等を行いまして、適切な運用管理ができる体制を整えまして今後の体制とし

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 三宮議員。 

○１２番（三宮十五郎君） ぜひさらに努力を重ねていただいて、本当に国民の預貯金はゼロ

に近いような状態でありますし、かつて弥富町時代でも、今ほどの基金があれば1億をはる

かに超える預金利息等も得られておりましたが、今はそういう状況ではございませんので、

少しでも職員の努力で改善できることがあれば改善をしていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。事業計画と財政計画、国・県の補助制度などを活用した一体的な取

り組みについてお尋ねいたします。 

 実は私、昭和60年度から平成16年度までの20年間の旧弥富町の決算状況の主な財政指標を

一覧表とグラフにしたものなど、22ページにわたってつくりましたが、数年前から東京都下

で、社会教育活動、公民館活動として市民も参加し、大学教授などの協力も得て、自分の住

んでいるまちの財政分析を行うことがされております。それを、東海自治体問題研究所がそ

の先生の一人を招き、自治体職員や地方議員を対象に行った研修会で、弥富町の決算状況を

パソコンで入力していただいたもので、議会事務局や総務課長にも見ていただいております。 

 この間の弥富町にとってどうしても解決しなければならない大きな問題は、東海地震が問

題になっている折から、弥中の改築と桜小のマンモス化対策で多額の費用を伴うものでもあ

り、早くから問題になっておりましたが、弥中の改築が国の補助対象事業として行えるかど

うか、財政当局も教育委員会も県に尋ねることさえせずに手をこまねいておりました。たま

りかねて、平成10年の９月議会の後で当時の八田ひろ子参議院議員と私が文部省に出向いて

確認をし、県を通じて申請をすれば、一定の条件さえ満たしておれば国の補助制度として対

応できるという回答をいただき、また文部科学省は、私が帰る前に愛知県を通じて弥富町に

既に連絡をしてくださっておりました。 

 その後、やっと動き出したのでありますが、もっと早く国の制度についての理解があれば、

桜小の特別教室の増築だとか、現在のプレハブなどの二重投資をしなくても済んだだけでは

なく、平成16年度まで交付税交付団体でございましたので、借金返済の支援も受けられるな

ど、弥中と桜小対策を同時に進めることができたものでございます。今はバランスシートな

ども導入をし、計画的・合理的な行財政運営が強調されております。その中で学校などは耐

用年数50年、保育所などは25年などと定められておりますが、改築しました弥富中学校にい
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たしましても、ひので保育所だとか、今後行われます桜小学校の分離校や弥生保育所などは、

恐らく今の建築基準で建築がされれば100年近く、孫子の代まで使える施設になることは、

多くの皆さんも疑いを持たないことではないかと思います。 

 ４月４日の全国紙各紙一斉に、今、国の補助事業が３分の１だとかいろいろあるわけでご

ざいますが、本年度から直近の間に、国の制度でございますので非常にぶれておりましてよ

くわからんところもございますが、90％の補助率を前提にして、財政力によって差をつける

ことはあるというふうに言っておりますが、その方向で検討が進められているという記事が

ございましたが、その後のフォローも十分ではなくて、恐らく新聞報道も、私は気をつけて

おりますが、まだ確定したというふうにはなっていないと思いますが、特にこういう時期で

あり、後で申し上げますが、弥富市の場合は交付税不交付団体になって、今まで国が負担を

してくれると言っておりました借金につきましても、基本的に自前で返さなきゃならんとい

う状況もございますので、国の制度にのせることができれば、ぜひ桜小の分離校の問題も含

めまして、こうした制度も活用していく。 

 同時に、今の市の総合計画、それから財政計画はまだ非常に短期なものでございますが、

今後の施設建設、あるいは今ある施設につきましても、十分な補修や維持管理がされれば本

来の耐用年数をはるかに超えて使えるわけでございますので、効果的な行財政運営というこ

とから考えましても、やはりもっと長いサイクルの事業計画や財政計画を持つ。そして、公

共施設等につきましては、必要な時期にきちんと必要な対策を講じていくということを見通

せる行財政計画を持たれることが必要だと思いますが、御答弁いただきたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員の、いわゆる事業計画あるいは財政計画という中でのさまざ

まな補助制度というようなものについて、よく精査していかないといけないぞということで

ございます。全くそのとおりでございまして、国とか県の補助金の交付制度のあり方、ある

いはその事業における起債の限度額はどこまで借りられるのかというようなこともしっかり

と調査・研究し、我々の事業計画を速やかに実施していかなきゃいかんというふうに思って

いるところでございます。これから弥富市も第１次総合計画という形でさまざまな事業を執

行してまいるわけでございます。そういった中で、一つ一つの物件に対して我々としては、

今議員がおっしゃったようなことにつきましてよく精査をし、補助金のあり方、あるいは起

債のあり方ということについて、行財政改革にのっとった形で進めてまいりたいというふう

に思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 三宮議員。 

○１２番（三宮十五郎君） 今の問題は前市長時代からも議論をしておりますが、かなりの市

町村が既に10年を超えるような事業計画、財政計画を持つような状況になっておりますが、
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残念ながら弥富市としましてはそういう状況ではありませんので、ぜひ努力をしていただい

て、一日も早くそういう方向に進んでいただいて、本当に市長がおっしゃられる、皆さんか

らいただいた税金を効果的にお返しできる仕組みを確立されたいということを申し上げて、

次の質問に移ります。 

 先ほど申し上げました弥富町決算状況の主要指標やグラフの中の14ページに、諸指数の推

移を20年間にわたって一覧表にしたものがございますが、これに準じて17年度は２町村の指

標を合計したもの、18年度・19年度と市の財政担当者の方にも確認をいただいて、３年間の

動向をプラスして表にして持っておりますが、三位一体の改革が地方財政に直接の影響を与

え始める前の平成12年度の旧弥富町と19年度の弥富市の決算を比べてみました。 

 12年度は、町の財政力指数は0.81。現在廃止されております国・県によります公立保育所

運営負担金を合わせると、財政力の基本となります標準財政規模は１人当たりに直して19万

9,000円というふうに言えることができると思います。19年度は約４億円の税源移譲が行わ

れ、財政力指数は1.09と大幅に上がったとされ、合併特例により、十四山分として３億円を

超える普通交付税が上乗せをされたことになっておりますが、１人当たりの標準財政規模は

20万6,000円と7,000円上回っただけで、財政力指数は0.81から1.09になったというふうに言

われております。 

 加えて、交付税の不足分を臨時財政対策債で賄い、その返済費用を交付税で全額国が補て

んをする。公共下水道や集落排水などの借金の返済も、ほぼ半額を国が交付税で負担をする

という支援が、こうした措置によりまして基本的に今は受けられない見通しとなっておりま

す。市の実質収入がふえて財政力が上がったから負担の仕組みが変わったということなら納

得がいきますが、収入はほとんど変わらないのに、借り入れを始めるときには返済費用のほ

ぼ全額を国が交付税で負担するとされておりました臨時財政対策債など、元金46億円の利息

を含めた返済費用を新たに市が全額負担することになったのに加えまして、３月議会でも明

らかにされましたが、公共下水道の元利償還予定額256億円のほぼ全額を市の財政と下水道

使用料で負担することになるため、下水道を計画したときに比べて、それだけで市の将来負

担は142億円もふえることになります。 

 さらに心配なことは、この間、何度も申し上げてきたことでございますが、今の県や市の

下水道財政の計画には、通常の運転管理の費用と借金を返すための費用は入っておりますが、

施設の能力を維持するために必要な施設の更新や修理のための費用はそっくり抜け落ちてお

ります。基本的には建設当初の費用を予測される耐用年数で割ることで減価償却費として必

要な経費とすることが定められておりますが、この部分がそっくり抜け落ちております。例

えば名古屋市の下水道は、人口密度の高い都心部は下水道管を下水と雨水で共用しているこ

と、物価の安い時期につくった施設が多いこと、人口密度が大きく違うことなどから、平成
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11年度当時だったと思いますが、人口１人当たりの下水道のための固定資産は16万3,000円

で年間2.6％、4,238円の、これは月10立方メートルを使った場合の１年分の減価償却費とし

て計算されております。当時の１年分の下水道使用料が１万3,080円でございました。県下

で一番高いと言われております南部水道でも19年度の１人当たり固定資産は16万1,300円で、

3.4％に当たる5,490円を２万3,467円の水道料金の中で賄うことになっております。これも、

１ヵ月10立方使った場合の例であります。市が県と一緒になって進めております下水道では、

建設投資額を実際の人口より少し多く見ております計画人口で割りますと、それでも１人当

たり111万8,000円となり、これが基本的に固定資産となると思います。減価償却費を元金の

返済分も含めて２％とするだけでも、１ヵ月10立方メートルを使う場合の年間の減価償却費

は２万2,360円にもなり、県内の市で一番高く設定されました年間１万8,900円の下水道使用

料をすべて使っても、施設の日常的な維持管理だとか利息の支払いだとか、そういうものを

除いてもとても賄い切れないものとなります。 

 今の計画は前町政時代に決められたものではありますが、実際に事業を進めるのは今の市

政であり、私たちであり、負担は子供や孫の代に引き継がれます。基本的な問題をブラック

ボックスに閉じ込めておくのではなく、議会と市民の前に明らかにし、計画そのものと今後

予測される市の財政状況のもとで最もベターな方向が導き出せるようにする責任が市と議会

に求められていると思います。そのためにも、市の責任で本来あるべき財政見通しを一日も

早く示されることを強く求めたいと思いますが、市長の御見解をお伺いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 下水道事業につきまして、減価償却費が含まれていない。いわゆる総

投資258億の建設費というだけであって、これから減価償却をどうしていくんだということ

でございますけれども、まず大前提といたしまして、この事業は平成14年の、その当時弥富

町の都市計画決定で下水道事業をやっていこうと。そして、平成16年から着手をさせていた

だいているわけでございます。しかしながら、昨年、全体計画の見直しをしていこうという

ことで、これは財政状況の変動によるもので、そういった中での整備計画の見直しをさせて

いただいたわけでございます。また、今日的な時代の背景ということも、この長期的な下水

道事業においては非常に大事なことであろうと。また、布設管路等に直結していただくとい

う形においても大変な御負担があると皆さんの方にお示しをさせていただいたところでござ

います。 

 そうした中で、公共下水道の建設費は258億円でございますよ、あるいは受益者負担につ

きましては、従来の受益者負担ということではなくて、使用料でお願いをしていこうという

形のものを、昨年の12月から皆さんの中で全協を中心に御審議をいただいたわけでございま

す。そうした中での公共事業でございます。我々としては、こういった皆様の中でお示しを
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させていただき、この３月議会におきまして弥富市の下水道条例を制定させていただいたわ

けでございます。今後は、この基本的な計画、いわゆるその目的である公衆衛生上の向上で

あるとか生活環境の向上、あるいは広域水域の水質保全ということを大前提といたしまして、

この下水道事業を粛々と進めてまいりたいというふうに思っております。そうした中で、整

備計画においては減価償却費が含まれておりませんけれども、その辺の項目につきましては

所管の担当の方から答弁をさせます。 

 いずれにいたしましても、この下水道事業における今後の問題につきましては、いろいろ

と皆さんとも御協議をしながら、また住民の皆様にもしっかりと説明をしながら進めてまい

りたいというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それでは所管の方から、減価償却費等の考え方につきまして話をさせていただきます。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） それでは、ただいまの減価償却費等の御質問について、お答えを

させていただきたいと思います。 

 当然、製造された施設等については年々減価償却をしていくということになろうかと思い

ますが、今回の下水道施設におきまして、この減価償却が見込まれていないということでご

ざいますが、下水道事業につきましては非常に広範囲な地域で整備が必要となってくるもの

でございまして、建設費も膨大なものになろうかと思います。どの施設も常に段階的な整備、

いわゆるそのエリア、エリアでそういった事業を実施しておりますので、通常の学校だとか

そういったような建物、または自動車だとか、そういったようなものと即耐用年数どおりと

いうわけにはいかないというふうに私は思っております。こういった下水道事業でございま

すので、老朽化が著しくなった場合、または部分的にどうしても改築等が必要になってくる

ことが出てくると思います。そういったことに関しては、単年度ごとの維持管理を含めた中

での対応ということで実施ができるというふうに私は思っております。ですから、すべて一

律の耐用年数、できた暁には、非常に長い年数がかかりますので、何年ということは非常に

つかみづらい。そういったことの中で、通常の維持管理で対応ができるというふうに私は思

っております。 

 そして、先回の３月の議会の中でお示しさせていただいたように、下水道計画の中で供用

開始から約45年目に収支均衡がとれると。その後には収入が上がっていくことから、順次こ

れを改築費等に充てることが可能だということで御説明をさせていただきました。このこと

は現実的に十分期待ができるというふうに思っておりますので、施設の耐用年数に達する前

に特別な改築・更新費用の積み立てをすることはまず必要ないんではなかろうかと考えてお

ります。 

 そういったようなことで、この財政計画の中で含めまして、私どもはそういったような観
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点の中で検討して上げさせていただきましたので、ひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 三宮議員。 

○１２番（三宮十五郎君） 今部長の方から、長期にわたる事業だから、45年たてば収支均衡

が出て、積み立てをしていく余裕ができるのではないかというお話がございましたが、もと

もと今の下水道料金を決める基準は、総務省の方からこういう基準が示されたからそれに沿

ってということが３月議会で説明されました。もともと総務省は、早くから下水道につきま

しては市町村の財政状況、実態に見合った、身の丈に合った計画にすべきだということで、

例えば平成元年８月、総務庁が63年の４月から６月にかけて行った全国調査、これは下水道

整備５次５ヵ年計画、昭和56年から60年までのものでございますが、流域下水道、関連公共

下水道を合わせて人口１人当たりの平均費用は93万1,000円と。それから集落排水事業につ

きましては、60年度以降着工分については事業計画書の予算を含むものとして人口１人当た

り45万6,000円と。当時のコミュニティプラントにつきましては18万1,000円、小型合併浄化

槽につきましては15万円と、こういう策定をして、既に当時早くからやっている市町村の財

政赤字の大きな原因が下水道にあるということで、そういう勧告を出しております。 

 特に弥富市の今の公共下水道計画が始まっている時期には、「ＴＯＰ ＴＯ ＴＯＰ」と

いう総務省の知事や市町村あてのファクスニュースが流されて、そして議長にも直接見てい

ただいてくださいという注釈までつけられて、ほとんどの中・小市町村では、どういう方法

をとろうと公共下水道がペイするような料金というのは考えられないということで、事業着

手のときには将来負担がどうなるかということも含めて明らかにして、行政はどれだけ負担

できる、住民は料金としてどれだけ負担できるかということを明らかにして、合意を得て着

手するようにということを流しました。私もこの場で問題にしたんですが、総務省が勝手に

言っておることで、県が応援してくれると。あるいは、交付税でしっかり借金を返す。元利

の半分は面倒を見てくれるし、当時、52年たてば黒字になると、下水が。今まで一般会計か

ら負担した分が戻ってくるんだという説明がされて着工したんです。 

 ところが、実際問題として減価償却を見るのは難しいというふうに今部長はおっしゃられ

たんですが、要するに現実に投資をした額で計算していくわけですね。計画で減価償却を出

すわけじゃないわけですから。そうすると、今言ったように１人当たり名古屋市のように16

万円で済んだところは、減価償却は今言った2.6％組んだってわずかものです。だけど、100

万だとか130万かかるようなところだと、当然それにふさわしい、壊れたときに何とかなる

とか、将来何とかなるという額ではないわけですよね。そうすると、弥富町時代は将来借金

を返す費用の半分は交付税で見てくれるし、県もしっかり応援してくれるから大丈夫だとい

うことだったんですが、もう今では県の財政支援の計画は全くゼロですよね。流域下水道分

を何らかの形で持つということはあるかもしれませんが、市町村の事業計画に対する財政支
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援は、県はもう今基本的になくなっていますよね。 

 それから、さっき申し上げましたように、弥富の収入がふえて不交付団体になったんじゃ

なくて、ほとんど変わらない中で不交付団体になって、下水道の借金ばかりじゃなくて、国

が交付税で本来負担しなきゃいかんものを臨時財政対策債で負担をしてもらいますと。返す

ときには元利償還の費用も持ちますというような形で借りたものが、今、弥富市全体の借金

の五十何％、６割近くあるわけですが、こういうものも全部初めの予定と違って返していか

なきゃいかん。弥富市の収入がそんなにふえたわけではない中でそういうことが発生するわ

けです。 

 そうすると、いいか悪いかということは別にして、実際にこの計画を進めたときに将来ど

の程度の負担になるかという見通しを明らかにすることは、その事業を執行する行政として

責任あることで、下水道そのものを私は否定するものではありませんし、総務省自身もずう

っと言っておるのは、いろんな仕組みがありますと。この仕組みをうまく活用して、身の丈

に合った計画にするということを一貫して総務省は言ってきておりますが、残念ながらバブ

ル崩壊のときのいろんな経済財政対策、公共投資だとかそういうことの中で、さっき申し上

げましたような事業費の基本がどんどんどんどんふやされてきておって、今はもう集落排水

も公共下水とほとんど変わらないか、場合によっては将来負担は公共下水よりも高くなる可

能性 ―― 施設を持ちますからね ―― のあるような状況になってきておりまして、当初、こ

ういう今みたいな方向の議論をしたのは佐藤博議員が町長時代でありまして、その当時、集

落排水なんかはもっと安かったですよね、そのころは。したがって、いろんな選択肢を弥富

はとっていきましょうという議論がされて集落排水なんかも導入されたんですが、結果的に

は大規模な公共事業投資によって膨らまされて、その後始末は全部市町村や住民ということ

になって、そのときになって困ったということでは許される話ではありませんので、将来的

な見通しにつきましては、これは前市政代も私は繰り返し要求して、十分こたえられるもの

になるかどうかは別にして出しますという約束を当時の副市長なんかもしていたわけであり

ますが、ましてや市民に役立つ市役所にするということで頑張っておられる市長でございま

すので、やはり将来的な負担見通しについては明らかにして、このまま継続しても多少心配

な程度で済むことなのかどうかということについては、これだけの事業をやるなら明らかに

していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員にお答え申し上げます。 

 この下水道事業につきましては、全協等でさまざまなシミュレーションを皆様の方に御提

案申し上げ、事業年度のいわゆる修正ということを加えさせていただきました。平成16年度

の事業決定のときには、向こう20年で弥富市の中に、その当時は弥富町ですけれども、弥富
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の中に下水道が配管できるという事業で計画されたわけでございますけれども、それが先ほ

ども言いましたように、我々としては35年という一つの事業年度の中に修正を加え、皆様の

方にお示しをさせていただいたわけでございます。そして、その収支においては、先ほど開

発部長が話をしましたように、事業年度におけるめどというものも加えながら、皆様の方に

もお示しをさせていただいたわけでございます。そして、また経営という観点からしても、

そういった話をさせていただいたわけでございます。そういった中で、我々弥富市としての

態度を皆様の方に御提案申し上げたところでございます。また、日光川流域下水という形で、

３市５町で一緒にやっている事業でもございます。そうした中においてはさまざまな連動性

もあるわけでございますので、我々弥富市としては、これもほかの流域の皆様と一緒に進め

ていくということでございます。その辺のことを十分御理解いただきながら、将来設計に対

してはさまざまな問題が出てくることは事実あるかもしれませんけれども、その都度精査を

していきたいというふうに思っております。また、皆さんの御理解を賜っていきたいと思い

ます。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 三宮議員。 

○１２番（三宮十五郎君） 下水道事業って、弥富なんかが全国で初めてやるわけじゃないん

ですよね。したがって、今実際にやっておるところがどうなっておるかということをやっぱ

りきちんと市としても調べていただいて、今申し上げましたように、名古屋市なんかは、さ

っき申し上げたように、あれは平成11年ぐらいだったと思うんですが、固定資産として要す

るに下水部門が持っておるのは１人当たり16万円ぐらいという、今の計画でいきますと１人

当たり、計画人口を余分に見ていますから、これで割っても112万近い額だというふうに今

申し上げたと思うんですが、そういう負担がその都度、要するに下水道というのは、つくる

ときは国の補助金と、かなりの借金がありますからやれますよね。だけど、借金を返し終わ

らないうちにもうかなりの改修をしなきゃいかん。ある意味では、水道管よりも下水道管の

方が傷みが激しい。あるいは、機械施設の場合は傷みが激しいということですから。 

 ところが、国自身が下水道管の減価償却の耐用年数は50年と言っています。私はさっき

２％と言ったんですが、現実に名古屋市なんかは2.6％の減価償却をやっているわけであり

ますから、今市長おっしゃられたように共同でやっておることもわかりますし、今まで決ま

ったことをやっておるわけですから、簡単にやめるとかやめんとかいう話にはならんことで

すが、同時にもう一方で、もう弥富市の財政状況が弥富町時代とは大きく変わって、延ばし

たって総額は変わらないわけですし、それから初めにやったやつは一定期間が来れば基本的

に改修していかなきゃいかんわけでありまして、大体考え方としては、下水道の建設費につ

いてはいろんな借金や手当てができるけれども、これは基本的に後の維持補修も含めて、あ

るいは改修も含めてもうそこの行政の責任というふうになってきておって、使用料で持つか、
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それから市の一般会計でどれだけ負担をするかということは避けて通れない問題であります

ので、やはりこういうふうに思うということで済まさずに、現実に今のような投資をすれば

どういう負担が将来発生するかというのは、似たような市町の調査をすれば、あるいは同じ

ようなことを長期にやっておる市町の調査をすれば大体見通しがついてくるわけであります

から、市の体制は、これで今はやっていかざるを得んということなんですが、それで済むこ

とかどうかということについて疑問が提起されたら、私は、あなたの質問は事実にそぐわな

いよということを市の側として明らかにする、説明する責任があると思うんですよね。だか

ら、大丈夫だ大丈夫だと言うなら、その根拠を具体的にお示しいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 今、この下水道計画の事業の関係については、先ほどの繰り返しとなりますが、現段階で

私どもの方からお示ししたとおりでございます。また、それに関して先ほど市長も申しまし

たように、この事業の取り組みに関しては紆余曲折がこれからもあろうかと思います。そう

した中におきましては、私どもも逐次検討を重ねていきたいというふうに思っております。

下水道事業につきましては、やはり私どもも、先ほど市長が申しましたように、経営的な概

念を取り入れた中で今後こういった事務に係るものにつきましての簡素化だとか、業務の合

理化だとか、徹底的な経費の節減といったことも視野に入れまして逐次検討していきたいと

思っておりますので、御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 12時になりましたので、ここでお昼にいたします。再開は午後１時

といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後０時01分 休憩 

             午後１時00分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（黒宮喜四美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 三宮十五郎議員、お願いします。 

○１２番（三宮十五郎君） 開発部長とのやりとりは、開発部長は、経費の節減や合理化で対

応することで大丈夫だという説明をされました。私の質問は、とてもそういう範囲で対応で

きないものではないかと。いずれにしても実際にこの事業を執行するのは市でありますので、

そういう疑念が出されたら、やはり大丈夫だというのは……。三宮議員の指摘は間違ってお

るなら間違っておると。こういう理由で間違っておるということを市民の前に明らかにする

責任があると思いますが、なかなか部長ではその辺の御答弁が難しいかとも思いますので、
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いずれにしても市長にお尋ねしますが、まずなるべく早い時期に、名古屋市を初めとしてそ

ういう先進地の事例もあるし、また弥富と同じようなことをもっと早くからやって、もう20

年、30年と経過している市町もありますので、そういうところもよくお調べいただいて、そ

ういう心配はしなくてもいいことなのかどうかということを具体的に明らかにして報告して

いただくことを強く求めますが、これは市長にお答えいただきたいと思います。 

 あわせて今の問題の最後のところで、結局、国がきちんと国民の暮らしや地方自治体の将

来まで見越した支援策をなかなかとれない状態がずうっと続いてきております。開発に大規

模なお金を注ぎ込む中で、全国、日本じゅうには、特に合併問題なんかを契機にいたしまし

て、弥富市とほぼ人口の変わらないようなまちで、合併前の借金が一般会計・特別会計を合

わせて300億円強だったものが、合併後の数年間に1,000億円を超えるような借金を一般会

計・特別会計を合わせてやる。それも合併特例で奨励して、総務省の全国に配られたパンフ

レットに「合併は百益あって一害なし」というコメントまでつけて出したところがそういう

状況になっておりまして、年間、一般会計で返す借金が50億円というような状態に実際なっ

ておるところもありますので、やっぱり我がまちのことは市長や市の幹部と同時に当然議会

も考えなきゃならんわけですが、とりわけ実際の業務に当たられる職員の皆さんの間にそう

いう財政問題に明るい幹部を育てていく。そして、必要な場所に配置をしていくという努力

をしていただきたいし、とりわけ弥富市は、先ほどの安井議員の質問の中にもありましたが、

以前から行政の方針として保育所に力を入れてきたこともありまして、職員の数でいいます

と、そういうところの施設の職員は非常に多いこと、さらに本庁の職員は、社会保障制度が

大幅に変わった中で非常に仕事がふえていますよね。個々の職員が全体として減っておる中

で、なかなか本格的に勉強するような余裕がない状態が続いておることや、長年にわたって

きちんと一定の期間そういう職員を育成するという行政のトップの側の努力がなかったこと

も、最初に申し上げましたように、弥中の問題や桜小学校の問題というのは、その必要な時

期に適切に対応すれば本当にもっと市の負担、行政の負担も少なく、早く皆さんの要望にこ

たえることができたということも、20年間にわたる市の財政分析にかかわってよくわかった

わけでございますが、ぜひそういう職員の配置ができるような手だてをとっていただいて、

本当に市民のために市役所はお役に立つところというふうに市長はおっしゃられましたが、

やっぱりこれは市の何百人という職員の皆さんの力をかりることなしにはできないことであ

りますので、そういう総合的な判断のできる財政に強い職員を育てていくということに特別

の御尽力をいただきたいと思いますが、あわせて御答弁いただきたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員にお答え申し上げます。 

 午前中の下水道における減価償却の問題でございますが、この減価償却という問題につき
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ましては、いろいろの対応の仕方が私はあるのではないかというふうに思っております。一

つの事業に対して、最初から減価償却を当て込んでやっていくことも一つは必要でありまし

ょうし、それは議員がおっしゃるような考えがあるわけでございますけれども、耐用年数の

問題からして、期の半ばからそういった形に対して手当てをしていくということもございま

す。あるいは、収支の問題が具体的になってきた場合において、そういったことに対して減

価償却を考えていくという方法もあろうかと思っております。いずれにいたしましても、こ

の辺のところにつきましては、これから下水道事業が事業計画として進捗していくわけでご

ざいます。そういった中におきましては、先進市町のさまざまな例を参考にしながら、私ど

もとしては建築費プラス減価償却ということしっかりと考えてこの下水道事業を進めさせて

いただこうというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、財政に強い担当者をということでございますが、この３月にも私ども現在の市

債、いわゆる借金におきましては、普通債、そのほかを合わせて95億有しているわけでござ

います。そうした中で今後さまざまな事業の計画、返済計画、あるいは市債等の返済計画と

いうことも具体的にやっていかなきゃいかんわけでございます。そしてまた、先ほどもお話

をさせていただきましたけれども、弥富市の第１次総合計画の中で平成21年から24年の向こ

う４年間において実施していく計画の主なものを今拾ってみますと、例えば弥生保育所の建

設であったり、あるいは小・中学校の耐震工事であったり、防災広場の整備事業であったり、

公園の整備事業、そして（仮称）第２桜小学校の建設事業等があるわけでございます。そう

した中で、さまざまな形で財源が必要となってくるわけでございます。そうした中で、市債

としての充当率を上限どこまで持っていくか。さらに、臨時財政対策債をどのような形で考

えていくかということが非常に大事になってくるわけでございます。そして、これから毎年

毎年、市債というもの発行しながら、一方では財政計画をしていかなきゃいかんということ

でございます。そういったことに対しては、議員がおっしゃるとおり、まさに財政に強い担

当者・職員を育てていかなきゃいかんということは私も強く感じておるところでございます。

現在の職員の中にも財政に強いというふうに思っている職員もおるわけでございますが、さ

らに自己啓発をしていただき、あるいは育成という形で教育をしていきたいというふうに思

っておりますので、御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 三宮議員。 

○１２番（三宮十五郎君） 次の質問に移らせていただきます。 

 新型インフルエンザ対策でございますが、ずうっとこの間、政府や市の対応、あるいは各

発生したところの対応を見せていただいたんですが、結局日本にはまだ新型ウイルスは入っ

ていないという前提で、市の回覧もそうでございますが、38度以上の発熱がある者だとか、

それから全国的に見ると渡航歴のある者を中心にして検査がされたようでございますが、実
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際に兵庫県などの事例は、お医者さんが、既に日本に入っているのではないかという疑いを

持ってＡ型の人を検査に出して、そこでわかったわけですよね。しかも、回覧で38度以上の

発熱というふうに出されておりますが、県のマニュアルだそうでございますが、38度になら

ない新型インフルエンザの人たちも結構おったりしまして、この問題は二つの側面があって、

一つは、免疫がないから感染力が非常に強い可能性があって蔓延する心配があるということ

と、それから従来の新型インフルエンザで一番ひどいものはスペイン風邪と言われるもので

ございますが、中国とアフリカを除いて4,000万人の人が数年間の間に亡くなっており、日

本でもその後に関東大震災がございましたが、この亡くなった方が10万5,000人ですが、日

本で大正７年から９年にかけて40％の国民が罹病して、40代以下の人たちを中心に38万人か

ら45万人の方が亡くなっているという、本当に場合によっては深刻な事態になる問題への対

応と。その後の亡くなったのはそれに比べると随分少ないわけですが、それでも1957年のア

ジア風邪は200万人、68年の香港風邪は100万人の方が亡くなっているわけでありますので、

そんなに蔓延というふうに素人では判断できないような状況にしても、発生すればとても今

の保健所が全部対応するというようなことはできないわけでありまして、今、市や行政がで

きることは、通常のインフルエンザと同じような形できちんと手洗いをしたり、うがいをし

たりというような生活習慣を通じて感染の可能性を防いでいくという、この秋の流行期に向

けて生活指導を広めていくことが一つ。 

 もう一つは、実際に確保されている病室なんかも限られておりますので、仙台なんかでや

られているような形で、行政と地域の開業医の皆さんが協力をしていくこと。それからＡ型

については、やはり新型が流行するかどうかを検査する仕組みをきちんと、今インフルエン

ザについては感染例があれば報告する仕組みになっておるようでございますが、Ａ型につい

ては検査をして判定をしていただくような形で、どういう形で感染が広がっておるかを把握

する仕組みを県や市町村がやっぱり確立していく。いずれにしても、開業医の皆さんの協力

というのは避けて通れない問題であると思います。 

 ただ、本当に国の医療制度への対応がおくれたこともありまして、海南病院もそうであり

ますし、開業医の皆さんもそうなんですが、お医者さんが過労死の心配をしながら仕事しな

きゃいかんとか、看護師が点滴を打ちながら仕事しなきゃいかん状態というのは、こうした

大きい病気の感染が広がったときには本当に取り返しのつかないことになると思いますので、

弥富市として、きちんと日常的にそういう周知をすること、それから感染が広がれば当然保

健所や県の電話はもうとても通じないというふうになると思いますので、中日新聞なんかで

は、今各相談所が市町村の保健センターにもほとんど入ってきておりますが、弥富市も回覧

を回したと言っておりますが、今みたいな形で出していくなら、やっぱり弥富市も保健セン

ターを相談所として出していく。そして、地域の医師会などとも相談しながら、そういうと
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きの対応へ備えていく。そして、県だとか病院が今定められているような対応を診療所がし

ようと思うと相当負担がかかると思いますので、そういうものへの支援もやっていく。とり

わけ弥富市としては、保健所を中心にしまして、この秋に向けて感染予防の、市民ができる

具体的な指導をしていくというようなことが強く求められていると思いますが、どのように

お考えになっているかということ。 

 それから、私、外から電話をかけて、何回か弥富の電話が回線がいっぱいになって、話し

中でツーツーツーツーというのが結構あるんですよね。それから、そのちょっと前になりま

すと、回線が非常に込んでおりますのでお待ちくださいというコールが入るのがありますが、

この秋に向けて行政がこの問題に対応しなきゃいかんということを考えると、必要な回線を

確保する手だても今からとっておく必要があると思いますし、役所の方は手洗いはかなりさ

れておりますが、小・中学校や保育所を含めた公共施設の手洗い施設の改善だとか、それか

らここ十数年ぐらい前から名古屋市内なんかのビルの場合は、手を洗った後の乾燥設備がつ

いているのがほとんど一般仕様になっておりますが、ぜひ公共施設で子供が生活する、ある

いは多くの人たちが集まる場所が、そういうような改善もされていくというような手だてを

とっていきながら、市民に自分を守る手だてをとっていく働きかけをしていく必要があると

思いますが、御見解をお伺いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 新型インフルエンザについての御質問でございます。 

 議員御承知のとおり、この５月上旬から全国的に感染者が広がっておるわけでございます。

昨日現在で485名の方が日本国内での感染者だそうでございます。愛知県下でも３名が発見

されておるわけでございます。しかしながら、厚生労働省等の発表によりますと、今回のウ

イルスはＡ型のＨ１Ｎ１というウイルスだそうでございますけれども、弱毒性であるという

ことだとか、あるいは現在の治療薬であるタミフルであるとかリレンザといったようなもの

が非常に有効的であるということが発表されております。そうした中で、少し全体的には私

は落ちつきを取り戻しているのではないか、鎮静化を迎えつつあるのではないかというふう

に思っております。そうした中で、ことしの秋口までには本当に撲滅をしていただきたいと

いうように思うわけでございます。 

 今後に対して、議員御心配の秋冬にかけてでございますが、これはやはり予防を市民・住

民の皆様には徹底して行っていただきたいということでございます。そして、私ども全国の

市長会で国の方に６月３日に、私どもとしての要望を出させていただいております。一つは、

正確な情報提供をしていただきたい。そして、情報の共有化をしていきたいということが第

１点でございます。それから二つ目が、相談体制及び医療提供体制の整備を行っていただき

たいということを要望しております。それから、ウイルス薬の備蓄の強化という形で、こち
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らの方もお願いをしているわけでございます。また、きょうの新聞等によりますと、愛知県

の方もこの６月議会の補正を組まれて、新インフルエンザ対策という形のものが発表されて

おるわけでございます。その要点といたしましては、発熱外来を現在の20ヵ所から40ヵ所に

倍増していく。あるいは、設置医療機関における感染防具の補助をしていく。あるいは、い

わゆる医薬品の備蓄をしっかりと行っていくというようなことが言われておるわけでござい

ます。こういった中で私ども市といたしましても、県とか国と十分連絡をとり合いながら、

しっかりと連携をとり合いながら注意深く進めていきたいというふうに思っておりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 いずれにいたしましても、今しばらくの間は、やはり予防対策をしっかりやっていくとい

うことが必要ではないかというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 次に炭ふく代議員、お願いします。 

○２番（炭ふく代君） 通告に従いまして、１点目に女性の健康・がん対策について質問を

いたします。 

 このたび2009年度補正予算に、女性特有のがん検診推進事業として、一定の年齢に達した

女性に対する乳がんと子宮頸がんの無料検診が盛り込まれ、対象者には検診無料クーポン券

が配布されることになりました。乳がんや子宮頸がんは本人の自覚症状がないため発見がお

くれ、国内では年間約１万人が乳がんで亡くなっています。また、子宮頸がんでは年間約

2,500人もの大切な命が失われています。特に乳がんや子宮頸がんの検診率が８割から９割

のアメリカやイギリスなど先進各国に比べ、日本はわずか２割台と極めて低く、こうした現

状を変えようというのが今回の施策であり、どちらのがんも早期発見・早期治療で治ると言

われています。そのため、一人でも多くの女性にがん検診を受けていただく目的で提案され

た施策でございますが、我が弥富市も住民検診を行っており、乳がんや子宮がんの検診も公

費助成により低負担で受けることができますが、残念なことに女性が積極的に足を運べる環

境になく、仕事でなかなか行けないという方や、若いから自分には関係ないと思っている人、

また恥ずかしいから行かないという人もいます。女性の命にかかわる大事な検診でありなが

ら、受診への重要性を知らなかったり、理解をしていない人が多いというのが現実ではない

でしょうか。女性の健康を応援するために、市長並びに当局の積極的な取り組みを期待し、

お伺いをいたします。 

 初めに、この事業に対しての必要性、また受診向上への働きかけ等、今後の具体的な取り

組みについて本市のお考えをお聞かせください。 

○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） お答えをいたします。 
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 日本女性のがん死亡原因の第１位は胃がんです。２位が子宮がんです。中年以降の病気と

いう考えはもう昔の話で、20代、30代でも子宮がんは発見されるようになってきました。早

く発見するほど治る見込みが高くなり、早期発見が重要になります。乳がんは、死亡率から

いうと子宮がんに次いで３番目となっています。40歳代になったら注意が必要だと言われて

おり、これも早期発見が大事であります。このようなことから、当市としましては、この子

宮がん・乳がん検診の定員枠を毎年拡大をしてきておりますが、申し込みは他のがん検診に

比べ早い時期に定員に達しておりまして、市民の関心の高さがうかがえます。今後もできる

だけ多くの方に受診していただけるよう、定員枠を拡大していきたいと考えております。 

 今回の国の追加経済対策の一環であります21年度補正予算が５月29日に成立したところで

ありますが、その中に女性特有のがん検診に対する支援ということで、この子宮がん・乳が

ん検診が盛り込まれております。一定の年齢に達した女性に対し、この検診を行っていくこ

ととしています。当市としましても、これに対応し、行っていく予定でありますが、詳細に

つきましては現在県と調整中でありまして、またこれについての補正予算も今後お願いする

ことになると思いますので、ひとつよろしくお願いします。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございました。 

 国内では近年40歳から50歳代で乳がん、また20代から30代で子宮頸がんの患者がふえてい

ます。特に毎年2,500人もの命が失われる子宮頸がんは、受診と予防ワクチンの使用でほぼ

100％防ぐことができると言われています。日本の乳がん検診率、また子宮がん検診率はと

もに２割程度と非常に低いのが現状ですが、国は平成19年度に策定したがん対策推進基本計

画の中で、平成23年度までにがん検診の受診率を50％以上にするとの目標を定めています。 

 そこでお伺いいたします。現在、我が市は保健センター等で集団検診や海南病院など個人

検診が行われていますが、検診それぞれの現在の受診率をお聞かせください。 

○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） 受診率ということでございますが、平成19年度、子宮がんが

8.1％、乳がんが9.3％です。20年度は子宮がんが8.9％、乳がんが9.7％です。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございました。 

 今回の事業では、検診手帳の交付とともに、がん検診無料クーポン券の配布がされます。

子宮頸がんでは20歳、25歳、30歳、35歳、40歳ということで５歳刻みで、また乳がんは40歳

から60歳の間、同じく５歳刻みの対象者に配布をされます。そして、無料で検診を受けられ

るものですが、これらの対象者は弥富市の場合、子宮頸がん、乳がんそれぞれ何名いらっし

ゃいますでしょうか、お聞かせください。 
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○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） 今回の国の一定の年齢に達した対象者ということでございま

すが、子宮がんは、20、25、30、35、40歳と５歳刻みでございますが、弥富市の対象者は

1,511人。乳がんでございますが、40、45、50、55、60歳で弥富市の対象者は1,505人です。

以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございます。 

 それでは、この事業の実施について、いつごろスタートされる予定ですか。また、検診無

料クーポン券など対象者の皆さんへはどのように周知をし、またどのような方法で配布をさ

れるのでしょうか、市の対応についてお伺いをいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） いつごろからという御質問でございますが、今のところ９月

議会の補正をお願いしまして、その後スタートというようなことを考えております。 

 それから、クーポン券の配布でございますが、対象者あてに個々に郵送でクーポン券を送

ろうと思っております。方法につきましては、現在お願いしております医療機関に引き続き

お願いしてはどうかと思っておりますが、まだはっきり方向性は決めておりません。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） スタートの件でございますけれども、私は国の補正予算の成立の日

から、準備等もありますけれども、日数もかかるとは思いますが、もう少し早い時点でスタ

ートできるかというふうに思っておりました。ただいまの御答弁では９月議会においての補

正予算後ということでございますけれども、そうしますと、それまでに検診を受けられる方

たちは従来どおりの検診という考えでよろしいでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） 子宮がん・乳がん検診につきましては、既に５歳刻みでなく、

一般の方を募集して行っておりますが、議員がおっしゃられるように、既に申し込んでみえ

る方が多数お見えになります。それで、実はきのう県からの指導がありまして、そういう方

につきましては、後日、個人負担分を還付して、全額国費でというような対応に切りかえを

させていただく予定でございます。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございました。 

 それでは、検診への医療機関についてお伺いをいたします。 

 例えば勤務先近くへの病院であったりとか、かかりつけのお医者さんでも受けられるよう

に、また休日であったり早朝、夜間の検診実施など対象者が受診しやすい体制、また整備が
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必要かと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（渡辺安彦君） ただいまの検診の機関ということでございますが、先ほど申

し上げましたように対象者が非常に多数でございますので、現在行っております医療機関で

の受け入れ体制について、今後相談をしていきたいと思っております。 

 あわせて、休日、早朝、夜間等の対応でございますが、これについても医療機関と相談を

していきたいと思います。 

 それから、勤務先近くの病院というようなことでございますが、勤務先近くということに

なりますとかなり広範囲に対応しなくてはならない。それと、検診の単価などの統一も非常

に難しいというようなこともございまして、今のところ対応は難しいと考えております。以

上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございます。 

 それでは、次は市長にちょっと二つほどお聞きしたいと思いますが、一つに、先ほどの御

答弁で本市の受診率は、課長さんの方からおよそ８から９％という非常に低い結果でござい

ました。今後も、先ほどおっしゃられましたけれども、定員枠を拡大していきたいという御

答弁もございました。そこで、受診向上のために、例えば国が定めたこの５歳刻みの年齢対

象者だけではなくて、本市の約3,000人、先ほど御答弁の中で子宮がんと乳がんがおよそ

1,500人ずつ対象者がお見えになったということでございますが、その3,000人の対象者以外

でも検診の対象受け入れ可能人数として、つまり20歳から60歳までの女性全員に無料クーポ

ン券を配布するという市独自の健康増進事業としてアピールをしてはどうかと考えますがい

かがでしょうか、お聞かせください。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大変低い受診率ということでございます。そういった中で、国の方が

追加経済対策の一環という形で、21年度の補正予算の枠の中で実施されるわけでございます

が、これも以前の妊婦健康診断といった形で、これから２年間の時限という形で行われるわ

けでございます。また、今回のこの補正で行われるいわゆる乳がん、あるいは子宮がんの検

診においても、これは１回限りという形で終わってしまうわけでございます。そういった中

で、やはり継続的な形で国の方も考えていただくということが私は大前提になってくるだろ

うというふうに思っておるわけでございます。そういった中で私ども市といたしましても、

この乳がんと子宮がんの検診につきましては、３年間毎年、各100人ずつ定員数をふやして

きているわけでございます。そうした形で対応はさせていただいております。定員枠の拡大

をということでございますが、これはさまざまな行財政の問題も含めまして検討していかな
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きゃいかんわけでございますけれども、まずは国の方の基本的な考え方を持続させていただ

きたいということを強く要望しているわけでございます。 

 それから、弥富市独自のものを考えたらどうだということでございますけれども、これは

今後とも検討させていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございます。検討していただけるということでございま

す。 

 私もう一つ質問したかったのは、市長さんがさきにおっしゃられました、今回１回限りと

いうか、市が発行した日から６ヵ月間という使用期限のこのクーポン券に対して、22年度以

降も市もやってほしいということを要望したかったんですけれども、国の持続を考えてとい

うことでございますが、これも市長、市独自の事業として国を待たずにやれないものか、も

う一度御答弁をお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 私どもといたしましては、市民の健康ということに対して、さまざま

な形で支援をさせていただいているということでございます。これは女性特有の病気のみな

らず、さまざまな健康診断という形でもあるわけでございます。そういった中で、この女性

特有の問題につきましては今後の検討課題にさせていただきたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ぜひとも市のがん対策として続けていただきたいことをお願いして

おきます。また受診率アップ、そして住民が積極的に検診が受けられるように、今後の取り

組みに大いに期待をするところでございます。 

 また、御存じの方も多くいらっしゃると思いますが、2007年５月、若年性乳がんのため24

歳の若さで亡くなった神奈川県の長島千恵さんですが、「余命１ヶ月の花嫁～最後のメッセ

ージ」でテレビでも放映をされ、また映画も完成し、大変な反響を呼びました。闘病生活を

送る中、彼女の最後の言葉に「もっと早く気づいていればこうならなかった。ぜひ検診を受

けてほしい。このことを多くの人に伝えたいです」とメッセージを残されています。彼女の

思いを受け、昨年、乳がん検診のプロジェクト、キャラバン隊が立ち上がり、ことし３月末、

沖縄をスタートし、５月には北海道札幌まで全29会場を回って、約3,000人の20代、30代の

女性が受診をされたとお聞きしました。キャラバン隊を通して、早期発見の大切さを啓発し

ていきました。 

 また、毎年９月はがん制圧月間です。ことしの９月こそ、今までとは違った住民挙げての

がん制圧月間にすべきだと考えます。一人でも多くの方が検診を受けていただけるように、
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我が弥富市のがん対策、健康づくりに対し積極的な取り組みをお願いいたしまして、次の質

問に入らせていただきます。 

 ２点目に、生活環境整備といたしまして、ＪＲ・名鉄弥富駅周辺の安全対策と整備につい

てお伺いをいたします。 

 この件につきましては、昨年の議会においても質問をさせていただきましたが、ＪＲ・名

鉄弥富駅周辺の状況は、車の利用増加と、特に毎日の通勤・通学などで駅を利用する方たち

の歩行や自転車など非常に交通量が多く、踏切での交通渋滞で、車と歩行者、そして自転車

とのすれ違いなど、相変わらず危険かつ通行に困難な状況にあります。そこで１点目に、踏

切整備についてお尋ねをいたします。 

 商店街を挟むＪＲ・名鉄弥富駅西側の踏切でございますが、こちらも交通量が多いにもか

かわらず、特に名鉄の踏切幅が大変狭いため、通行が非常に危険な状況にあります。当局も

以前から鉄道事業者への要望を何度か行っていただいていることはお聞きをしています。前

回の御答弁では、踏切の拡幅にはさまざまな問題も多く、早期の拡幅は困難であるというこ

とでございましたが、そういうことであれば、将来の拡幅実現までの間、名鉄とＪＲ間の民

地を一時待避できる場所として確保していただくことを要望いたしました。その件について

はどのようになりましたでしょうか。鉄道事業者、また地権者とのその後の協議報告、結果

をお聞かせください。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） ただいまの御質問でございますが、踏切整備につきましては、議

員言われますように、鉄道事業者であります名古屋鉄道、それからＪＲとは、それぞれ今ま

で鋭意協議してまいりました。名古屋鉄道の踏切に関しましては、名鉄サイドとしては前向

きなお話をいただいたわけでございますが、その際、ＪＲの方針を確認してくれということ

でございましたので、ＪＲにおいて、拡幅等についての私どもの意向、名鉄からの意向もお

言葉をいただいてＪＲとの協議をさせていただいたわけございますが、ＪＲ側につきまして

は、踏切拡幅になると、これに関して国の方針に従い、踏切を減少させる方向で協議に応じ

ていくということでございます。踏切内の歩道設置の場合は、国の施策に倣い、協議に応じ

ていく。歩車道を物理的に分離する必要があり、踏切だけでは安全が確保できないので、前

後の道路計画から必要性を示してほしいとの回答をいただいております。また、この踏切内

に個人の土地（民地）があるわけでございますが、弥富市において整備方針がきちっと固ま

って、鉄道事業者との協議がおおむね調った段階におきまして、その協議に入っていきたい

というふうに思っております。 

 以上のことから、現段階では踏切内だけの安全性というのは鉄道事業者の理解を得るまで

には至っていないということもございますが、周辺道路等々の整備を一体でやっていく必要
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があるかというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございます。 

 以前から駅前整備につきましては当局とされましても再三検討を重ねていただき、昭和58

年、駅周辺地区の役員会の立ち上げからその後の意向調査など、これまでの経緯も伺いまし

た。しかし、社会環境も大きく変化する中、住民の安全性・利便性を考え、住民が本当に利

用しやすい、また暮らしやすい環境づくりは市全体で考えていくべき大きな課題であると思

います。どうか踏切の安全対策につきましては、鉄道事業者へのさらなる御協議をいただき

まして、早期実現への推進をお願いしておきます。 

 次に、これも以前から要望させていただいておりましたが、ＪＲ・名鉄弥富駅の橋上化に

ついてお伺いをいたします。 

 交通渋滞の緩和、住民の安全や利便性を考え、みんなが安心して駅が利用できるための南

北を結ぶ自由通路を含め、駅舎橋上化の促進は弥富市総合計画でも位置づけており、多くの

住民から切望されています。また、駅周辺整備に関して、ＪＡあいち海部弥富支店の移転に

伴う旧事務所跡地の用地確保の件でございますが、現在どのような状況にあるのでしょうか。

ＪＡとの交渉、その後の進展などを説明いただきたいと思います。駅舎橋上化とあわせて御

答弁をお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） ＪＲ・名鉄駅の橋上化、それから駅周辺、北側の駅前整備のこと

でございますが、議員も言われましたように総合計画、それから都市計画マスタープランで

もそれぞれ示しております。これは市にとって最も重要な課題であり、またこれから強力に

推進していかなくてはならないと思っております。ＪＲ北側についても、やはり市民の安全

性・利便性といったことを考慮した上で、駅周辺の活性化に向けた交通結節点の機能強化と

して進めていかなくてはならないというふうに思っております。課題の駅前開発に関するプ

ロジェクトチームによりまして総合的な整備をにらみながら、一つでも実現できるよう整備

方向、整備方針の策定を進めて、今まで私どもも内部で検討しておるところでございます。

しかしながら、駅前整備ということもあわせますと、やはり優先的に何をするのか、それか

ら整備範囲をどこまでにするのか、整備手法をどれだけにするのか、さまざまな範囲のそう

いった諸問題が出てくるわけでございますが、やはりここのものにつきましては県道との絡

みもございます。そういったことも加えまして、今後とも引き続き調査・研究をして対処し

ていきたいというふうに思っております。 

 また、ＪＡあいち海部弥富支店の旧跡地でございますが、現実的には一部事務所的なもの

は取り崩されておるわけでございますが、駅前整備、橋上駅化と申しますか自由通路、どう
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いう方向になるにせよ、それとあわせた一体的な中で検討を進めていきたいというふうに思

っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 炭議員。 

○２番（炭ふく代君） ありがとうございます。 

 さまざまな問題点もあり、すぐに実施というわけにはいかないとは思いますけれども、今

お話にもありましたプロジェクトチーム、先回のときもお話しありましたけれども、大学の

先生を中心にした８名でプロジェクトチームが編成されたということでございまして、今も

研究が進められているということでございます。今後また実施に向けて、さらなる調査・研

究を御期待申し上げるところでございます。駅周辺の整備で便利がよくなれば経済効果もよ

くなり、無駄もなくなると思います。また防犯にもつながると思います。安心・安全のまち

づくり、そして駅周辺の活性化に向けた整備の早期実現を強く強く要望いたしまして、私の

質問を終わります。 

○議長（黒宮喜四美君） 次に山本芳照議員、お願いします。 

○９番（山本芳照君） ９番山本です。私は、通告に従い３件の質問をさせていただきます。 

 初めに、保育所のグラウンドを芝生化にしてみたらどうかという質問です。 

 子供たちが素足で駆け回れる保育所のグラウンド、芝生化にはヒートアイランド現象や砂

ぼこりの抑制など多くの利点があります。６月７日の読売新聞に春日井市の小学校で、また

東海市では保育園で、それぞれ校庭・園庭の芝生化のための報道がなされておりました。弥

富市でも新しく弥生保育所の建てかえ工事が始まりますが、市は、この弥生保育所のグラウ

ンドについてどのようなグラウンドにしようとしているのか、考え方を教えていただきたい

と思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（平野雄二君） 保育所のグラウンドの芝生化について御答弁申し

上げます。 

 議員の言われるとおりメリットもあり、それに伴う費用もございます。メリットを申しま

すと、緑化によるいやし効果、砂じんの飛散・土の流出防止、夏場の温度上昇の抑制、転ん

だときのけがの防止などがあります。また、必要な費用といたしまして初期投資、通常管理

費といたしまして芝刈り、晴天時の散水、施肥、雑草取り、その他のメンテナンスが必要と

なります。また、ガラス片等が落ちていても見つけにくいこともあります。以上のことを十

分考慮し、特に管理面も含めて現場の意見も聞き、方針を決めなければならないと思ってお

ります。議員御提案の弥生保育所のグラウンドということでございますが、今回、弥生保育

所改築にあわせて、敷地の一部に芝生を植えることを試みる計画でいます。その効果を見き

わめていきたいと思っております。以上でございます。 
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○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） 参考までに、先ほど申し上げました東海市では市立の全保育園18ヵ所

あるそうですけど、これを将来的にすべて園庭を芝生に変える方針ということであります。

芝の管理の話がありましたけど、この芝の管理の関係でありますけど、地域の皆さんと保護

者の皆さんが一体になって育ててもらって、地域全体で子育て支援の一環としてのねらいも

あるということでありまして、先ほど申し上げましたように、地球温暖化対策の一環でもあ

り、全国でこの芝生化の運動がふえつつあるというふうに言われております。鳥取市のＮＰ

Ｏ法人「グリーンスポーツ鳥取」は、校庭や空き地を芝生化にし、成長・回復の早い品種を

採用しながら、夏の芝は種でなくて苗を植える。そして、この芝を草の一つとして考えて、

雑草を取り除かず、一緒に刈り込み、必要以上に維持管理の手間をかけないで管理をすると

いう方法で取り組んでいる、このような自治体の事例も大いに参考にしていただきながら、

再度市の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 山本議員にお答え申し上げます。 

 先ほど民生部長の方から、弥生保育所の今度の改築の一環として芝生化をしていくという

ことでございます。私ども今市内に９ヵ所の保育所を有するわけでございますけれども、芝

生の上で元気に素足で遊んでいる子供の健康管理、あるいはこれからの時代のエコというこ

とを考えた上においては、やはりいろんなメリット・デメリットがありますけれども、そう

いったような環境を整備していくことも、児童たちが健やかに育っていただけるというよう

なことも踏まえて、親御さんにも御理解がいただけるんではないかと思っております。弥生

保育所の例を参考にしながら、積極的に展開をしていきたいというふうに思っておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） ぜひこの取り組みを市内全域の保育所にも今後進めていっていただき

たいというふうに思っています。 

 参考までに申し上げておきますけど、東海市では芝生化の話はどういうことから始めたか

といいますと、この弥富市役所と同じように、東海市にも市民の意見箱というのが置いてあ

ります。この意見箱に市民の方から保育園を芝生化にしたらどうかと、こんな意見があって、

それを市長が取り上げて即実施ということで、去年から準備を進めてきて、初めてことしの

６月に芝生を植えたという経過がありますので、ぜひ市長も、こういった意見は弥富市でも

多分あろうかと思いますので、今後とも子供たちが芝生の上ではだしで遊べる保育所づくり

にぜひ努力をお願いしたいと思います。 

 次に、定額給付金の関係について少しお尋ねをいたします。 
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 先日も中日新聞に、定額給付金の支給率の関係が５月28日付で尾張版に載っていました。

弥富市でも４月17日から、それぞれ給付金の支給開始が始まったと思っております。この新

聞報道によりますと、この西尾張16の自治体の支給状況が載っていまして、弥富市の支給状

況はこの時点で82.6％でした。今日現在、定額給付金の受け取り状況について、まだまだ申

請が出ていない方もおるかと思いますけど、どのような状況になっているのか、わかってい

る範囲で結構ですから、お知らせをお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 総務部長。 

○総務部長（伊藤敏之君） 山本議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 私どもの定額給付金の現金支給におきましては、４月16日から１階ロビーの定額給付金専

用窓口で受け取りをしていただいております。現金での給付希望者につきましては、５月末

時点で289名ございます。そのうち受け取りをしていただいた方につきましては285名、まだ

受け取りに来られない方が４名となっている状況でございます。また、口座振り込みとあわ

せまして定額給付金全体での支給状況を見ますと、５月末現在の申請書の発送件数が１万

6,108件、そのうちの申請書の受理件数につきましては１万4,551件で90.33％でございます。

給付済み件数につきましては１万4,212件でございまして、支給率は88.23％となっておりま

す。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） 申請書等を含めてまだもらっていない方、それから出していない方へ

の今後の周知の方法はどのように考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 総務部長。 

○総務部長（伊藤敏之君） 未申請者につきましては、現在1,557件ございます。これにつき

ましては、申請期限が９月30日までとなっておりますので、聞くところによりますと、まだ

早いという方もお見えになるということでございますので、その前の８月号の広報におきま

して周知を図りたいと思っております。 

 また、あて先が不明で戻ってきておる申請書がございます。これは141件ございますが、

これにつきましては提出先などを再調査いたしまして、順次、再送付をする準備も行ってお

り、そういう予定でおります。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） せっかく支給されます定額給付金でありますので、ぜひ連絡方法を含

めて、受給者の方が詐欺等に遭わないように十分注意を払っていただいて、周知徹底を図っ

ていただきたいというふうに思っていますので、事務等の取り扱いも含めて、連絡方法を十

分徹底して行っていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、一般家庭で使用したてんぷら油などの廃油の回収について、お伺いをしたいと思
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います。 

 市民の方から、市で使い古したてんぷら油等の回収をしてもらえないかという意見・要望

等が出て、市は取り組んでくれるのか。また、このようなてんぷら油等の廃油の取り扱いは

近隣の市町村でどのような取り組みがなされているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 環境課長。 

○民生部次長兼環境課長（久野一美君） それでは、てんぷら油の廃油の回収等につきまして、

山本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、これは従来より環境課で対応しておることでございますけれども、市民の方から食

用廃油を処理したいとの御相談があった場合の対応ということで、お答えをさせていただき

ます。 

 まず順番といたしまして、ある程度まとまった量であるのかないのかということで、ある

程度まとまった量である場合は、市の方で近隣のＢＤＦ事業者さんを把握しておりますので、

そういった方に回収に来ていただけるのか、あるいは持ち込むのか、またその際の処理費が

必要かどうかといったことを確認し、相談者にお伝えをさせていただいております。それか

ら二つ目の方法といたしまして、従来より弥富市の学校・保育所の給食施設から出る食用廃

油につきましては、全量こういった廃油リサイクル事業者が回収しておりますので、最寄り

の保育所、あるいは学校に持ち込んでもらうという方法もお話をさせていただいております。

また３番目としまして、量はあまり多くないというような場合には環境課に持ってきてもら

えるのか。この３点のいずれかの方法により、対応させていただいております。 

 ちなみに、ここ数年間でございますが、実は１件御相談がございまして、そのときはある

程度の量がございましたので、近隣のＢＤＦ事業者さんに御相談をさせていただいたところ、

快く回収に行っていただいたということでございます。 

 それから、近隣のこういった廃油の回収状況、あるいは県下の状況を少しお話しさせてい

ただきますと、まずこれは昨年の12月議会、佐藤博議員の御質問にお答えさせていただいて

おるんではないかと思うわけでございますが、津島市が本年度10月より、愛知県のＢＤＦ導

入拡大モデル事業として津島市内の４ヵ所のスーパーで実はこのモデル事業を実施するわけ

でございますが、これはＮＰＯ法人が従来より実施をいたしております古紙だとかアルミ缶

などの資源回収、月８回ほど行われているそうでございますが、これにのせる形で食用廃油

を回収するという計画でございます。しかしながら、やはりＢＤＦ事業を安定的に行える量

の回収は極めて困難であるということから、実は弥富市ほか、この環境事務組合に加入をし

ております市町村に連携を呼びかけているところでございます。具体的には８月ごろにそう

いった依頼をさせていただきたいというふうに担当者からは聞いております。 

 この愛知県下で、先ほど議員がどの程度かという御質問でございました。愛知県内の自治
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体によります廃油の回収につきましては、35市24町２村、61の自治体で現在17の市町村が取

り組んでいるところでございます。これは、「愛知県－天ぷら油回収マップ」というのがご

ざいまして、インターネットで公表されているところでございますが、その中で17の市町村

が回収に取り組んでいるということでございます。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） こういったてんぷら油等の廃油の取り扱いは、それぞれの家庭によっ

ていろんな方法を使って処理がされているとは思っております。例えば新聞紙にしみ込ませ

て、燃えるごみと一緒に廃棄する。また、市販されています固形剤を使用して燃えるごみと

一緒に廃棄する。結果、ＣＯ２を発生させて地球温暖化のもとにもなっている。ややもすれ

ば下水管に流しているかもしれない。そうすれば川や海が汚染されて、環境破壊のある意味

ではもとになっている、こんな状況が想定されますので、ぜひ弥富市といたしましても、こ

ういった家庭で発生する油等を、広報等を通じて呼びかけながら、市でもこういった取り組

みで廃油の回収をやりますよというようなこともやはりＰＲする必要があるんじゃないかと

いうふうに思っておりますので、こういったＰＲ活動について今後どのように考えているの

か、お答えをお願いいたしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 環境課長。 

○民生部次長兼環境課長（久野一美君） それでは、山本議員の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 先ほど議員が、できれば市の方でこういった回収に取り組んでいただくのはどうですかと

いうような趣旨の御質問であったかと思うわけでございますが、先ほど愛知県内で61のうち

17の市町村でこういった回収に取り組んでいるというお話をさせていただいたわけですが、

実はこれは非常に少ないわけでございます。どうして少ないかという、いろいろ調査をさせ

ていただいておるわけでございますが、今回は17のうち弥富市と人口が同等以上の市、ある

いは近隣の実態というものを実は把握させていただきました。その中で、例えば自治体がこ

ういった回収をやる場合にはどういった問題、あるいは課題が必要なのかということいろい

ろ研究させていただいた。その結果、やはり集めている自治体と裏づけるような結果が得ら

れたわけでございます。 

 まず１点目として、回収に当たっては必ず対面方式にしなければならない。なぜならば、

鉱物油だとか、あるいは植物性の油がまざっては何にもならんということでございます。 

 それから２番目として、後で一例を申し上げますけれども、常設の資源回収施設を設け、

古紙類やアルミ缶などと一緒に日常的に受け入れないとなかなか量が集まらない。そして逆

に、そういった施設を設けて市が古紙類と一緒に集めた場合、地域にはたくさんのこういっ

た廃品回収をやっている団体があって、弥富市でいきますと約70ほどございまして、弥富市
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も補助金を900万ほどお支払いしているわけでございますが、逆にこういった団体の回収活

動が衰退をしてしまったり、あるいは阻害することになるので、こういったところの調整が

非常に大事であるということがわかりました。 

 それからもう一つ、これは私どもがいろいろ自治体に聞いてわかったことでございますが、

実は、こういったＢＤＦというのが非常に脚光を浴びるようになって、穀物市場の相場が狂

うような高騰になりまして、食用油自体が非常に高騰しておると。そういった中で昨今は食

材だとか調理器具にも非常に変化が出てまいりまして、例えば油で揚げないで、電子レンジ

で加熱すれば食べられるような空揚げだとか、あるいは一般家庭であれば少量の油で揚げ物

ができるようなてんぷらなべ、調理器具が市販され、実際、最後にキッチンペーパーで軽く

ふき取れば処理されてしまうような器具が出てきておるんだということで、担当者に聞きま

したら、食用廃油自体の絶対量が下がりつつある。やはり幾ら頑張っても横ばい、もしくは

下がっていくんだというようなお話でございました。 

 ちなみに、六つの自治体に聞かせていただいたんですが、先ほど私が言いました課題等を

やはり裏づけております。稲沢市でございますが、ここは人口が13万8,000人余りでござい

まして、回収方法といたしましては、先ほど申しました総合的な資源回収施設、あるいは回

収場所で週１回回収しておりますが、１年間で2,100リットル。それから、小牧市が同様に

人口15万人余りでございますが、総合的な資源回収施設で原則毎日集めておるんですが、こ

れがやはり量が多くて、年２万6,000リッターでございます。それから春日井市さんは人口

30万で、総合的な資源回収施設で原則週１回でございますが、１年間で１万1,000リッター。

それから江南市さん、ここはちょっと変わっておりまして、油だけを私どもでいいますごみ

を集める業者に依頼をして、原則週１回、市のどこかではやっておるよということで回収し

ておるんですが、回収量は3,900リッター。この委託料についてはちょっと教えていただけ

ませんでしたけれども、こういった作業工程から見ますと、大体弥富市で3,900リッターの

油を集めるのに120万ぐらいのお金がかかるだろうという試算でございます。それから長久

手町、ここは人口が、町でございますけれども４万8,000人余りでございまして、ここはエ

コハウスとかいうような総合的な専門の施設をつくっておりますが、ここは休みの日以外は

毎日持ってこられるという施設でございますけれども、１年間で2,500リッターの回収でご

ざいます。それから、お隣の飛島村が実は実施をしておりまして、ここは村の施設の中に缶

を置いて、そこへ訪れた人がいつでもあけていってもらえるよというシステムになっておる

そうですが、２年間で200リッターしかまだ回収されていない、こんなような状況でござい

ます。 

 長々とこういった例だとか課題を申し上げましたけれども、やはり市としても先ほど申し

ましたように御相談者もないということで、現状では御要望があれば対応させていただくと
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いうこと。それから回収については、今後の見通しもありますけれども、廃品回収をやって

おる団体もございますので、こういった団体の中から回収にも取り組むよというような方が

出てくるのを期待して、そういったことが大きくなれば、市として何らかのあれは考えさせ

ていただく必要はあると思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 山本議員。 

○９番（山本芳照君） 今課長の方から事細かく、それぞれ各自治体の取り組みの報告があり

まして、割に集まらないというお話でありましたけど、ちりも積もればということで一件一

件、日にちをかけてやればたまるだろうし、環境破壊につながるようなことは極力一般家庭

から初めていかないとつながらないだろうというふうに思いますので、今市が取り組んでい

るこういったてんぷら油の回収について、ぜひ一度、広報等で宣伝していただいて、学校等

へ責任を持って持っていけば、保育所も含めて取り扱ってくれますよといったことも含めて、

これからまた周知徹底をお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（黒宮喜四美君） 再開してから１時間以上たちますので、ここで休憩をとります。２

時25分から再開します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時15分 休憩 

             午後２時25分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（黒宮喜四美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に佐藤高清議員、お願いします。 

○５番（佐藤高清君） 失礼をいたします。佐藤高清でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 通告が２点してあります。その通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 １点目の質問につきましては、地産地消ということであります。 

 今まで議会だよりが13号発刊されています。その中で、この地産地消という質問が各議員

からなされておるわけであります。どんなに法律が変わろうと、食はすべての生活の基本で

あり、1,900町歩の優良農地を持つ弥富市においての重要な課題であると思います。そうい

った中で、この質問が絶えず出てくるわけだと感じております。地産地消について質問をい

たします。 

 昨今、大半の方が「地産地消」という言葉を耳にしたことがあろうかと思います。農業の

分野で取りざたされている造語であることでも既に御存じだと思います。地元の「地」、生

産の「産」、また地元の「地」、消費の「消」、抽象的概念として漢字の持つ意味をそのま

まとらえると、地元で生産したものを地元で消費するといった感じになるのではないでしょ
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うか。 

 では、なぜ地元で生産したものを地元で消費しなければならないのか。これは言うまでも

なく、食料自給率、農業振興、食の安全と、今我々が直面している重要な課題を解決へと導

く一つの方策であるからだと思います。農業と食、そもそも直結する関係でなければなりま

せん。農業と食の間に流通が挟まれることでコストという概念が加わり、価格競争を呼び起

こしました。現代社会の経済構造において、流通、それが持つ役割は重要であり、流通シス

テムを省いてしまえば消費者は混乱してしまいます。低価格であることも消費者にとっては

喜ばしいことではありますが、その反面、低価格に重きを置き過ぎると、言わずと知れた中

国産野菜の残留農薬事件や、事故米の不正出荷事件のようなことまで引き起こしてしまいま

す。地元の農産物生産の拡大を図ることで優良農地の有効利用と地元農家の生産意欲を高め、

生産者と消費者との距離を縮めて有効な関係を築くことが、「地産地消」という言葉に込め

られた最大の使命だと理解しております。 

 しかしながら、我々の日々の生活やまちづくりを進めていく中で、土・水・自然との関係

は切り離すことができず、これらすべてが農業と大きくかかわっております。弥富市の歴史

自体が農業との歴史であり、木曽川がもたらす肥沃な大地が水田のまちの歴史を創造してき

ました。現在でも秋になると市内各地で秋祭りが催され、祭りが近づくと大人たちが子供た

ちに神楽太鼓を教え、お祭り本番には子供たちが元気いっぱい神楽太鼓を披露します。農作

物の豊作を祈願する祭り本来の趣旨を持ちながら、伝統芸能として古くから受け継がれ、地

域コミュニティーを形成する大きな役割を果たしてきました。時代の流れとともに社会構造

が変化していく中でも、弥富市にとって農業はまだまだ生活の中心を担うものであり、歴史

や文化という側面からも重要な役割を担っているものであります。弥富市における地産地消

は、市民の皆様にこれからのことを考えて理解していただく機会をもたらす大変奥深いもの

であると考えております。 

 そこで初めの質問ですが、行政として「地産地消」という言葉についてどのようなイメー

ジを持ち、どのように理解してみえるかをお伺いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） それでは佐藤議員の、地産地消について行政としてどのようなイ

メージを持っているかということでございますが、この「地産地消」という造語につきまし

ては、実は私の記憶しておるところでは、1980年代に農水省の方が実施しました地域内食生

活の向上対策事業の４ヵ年計画の中でこの造語ができたのが起源だというふうに記憶してお

ります。当時は農村での伝統的な食生活というと、やはり米とみそ汁と漬物という、こうい

う生活パターンであったということがございまして、当時の死亡原因の第１位が脳卒中であ

ったと。それを減らすために食生活の改善を図っていくんだと。高血圧等の改善を図らない
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かんというようなことがございまして、そういった観点の中から、不足しがちな栄養素であ

ります農産物の計画的生産と需給拡大といったことを推奨するんだということで生活改良普

及員等の啓発事業が行われたのが起因というふうに思っておりますが、「地産地消」という

言葉の意味につきましては、その地域で生産された農産物、または水産物をその地域で消費

するということでございまして、私は、この地産地消の意味合い的には、大きく言えば県内

だとか、狭い範囲でいけば市町村、そんなようなふうに考えておるところでございます。今、

「地産地消」といった言葉がひとり歩きしておるわけですが、やはり地域での生産・消費と

いうふうに私は理解しておるところでございます。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤高清君） 眠くなるような答弁であります。全くそのとおりではありますけれど

も、質問も抽象的で難しいかもしれませんけれども、現場の農業に携わっている人は朝早く

から夜遅くまで真剣にやってみえるということで、行政として何らかのフォローの風を吹か

せることができないかという意味で質問をしているわけでありますけれども、全く辞書に書

いてあるとおりの答弁であります。 

 続いて質問をさせていただきます。 

 地産地消を浸透させていくには大変な努力が必要となります。農業そのものにとって一番

必要なのは消費者からの信頼であって、信頼を築くには一つ一つの努力の積み重ねしかあり

ません。地産地消を観念的にとらえていては前に進めない問題であります。食育の必要性と

相まって、学校給食に地元産の野菜をと、よく話を聞きます。教育の現場からは新鮮で安心

なおいしい野菜の提供が望まれ、地元農家は新鮮で安心なおいしい野菜の生産に努めておら

れます。あと必要なことは、地元野菜で学校給食をつくる、そのことを決める大きな決断で

はないでしょうか。ほかに前例がないと、それを理由に後ずさりすることなく、地産地消の

先進地として行政も最大限積極的に働きかけるべきではないかと思います。弥富市民を巻き

込んで消費者側に立った農業を展開し、安心・安全な食品をどのように提供していくべきな

のか、考える必要があると思います。これまで弥富市が築き上げた農業の歴史と知識と技術

を結集すれば、安心でおいしい農作物をつくり出すことは十分過ぎるほど可能だと思います。

この努力の積み重ねが弥富産の農産物を一つのブランドとして確立していくことと確信して

おります。 

 そこで２点目の質問として、弥富市として、地産地消の市民への浸透としてやるべきこと

は何か、必要なことは何かをお聞きし、何か具体的な取り組み予定等があればお答えを願い

ます。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 佐藤議員の御質問でございますが、市民へやるべきことといった
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ことでございますが、弥富市での農業の中で今現在、主要作物であるトマトだとかナスだと

か、そういったものについては担い手農家でブランド化等も進めてやっておるわけでござい

ますが、米、麦、大豆については各大規模農家の方で生産に取り組んでございます。それ以

外のもの、特に野菜ですね。先ほど来、佐藤議員が言われますように、学校給食の中でそう

いった野菜をといった場合に、それ以外の農産物で何が常時供給できるか。また、どれだけ

の生産数量等があるかといったことを私もちょっとひもといてみたんですが、統計的な数字

の中から持ってきますと、弥富市の担い手農家以外の方で生産されている野菜というのは、

ほとんど農家の高齢者の方々が畑で生産されているのが現実かと思います。そうした中で、

今後学校給食なり、そういったことでの地産地消に向けての取り組みを図っていかなくては

ならないということでございますが、現状におきましては、そういった取り組みをしようと

するときについては、農家もございますが、農業者団体の方が今の地域を、この弥富の農業

をどうしていこうかということも真剣に考えていただき、また農協の方では農地保有合理化

事業にも取り組んでおりますので、そういった畑地等も活用した中で、この地区の四季折々

に供給できる野菜生産ということも真剣に一つずつとらえていかないかんのかなあというふ

うに、今、端的に思うわけでございますが、そういったことの中で学校での食育なりの学習

の場においていま一度、地場産品の農作物のことに関して普及を図っていく、生徒に浸透を

図っていく必要があるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 また、そうしたこととあわせまして、現在ＪＡにありますような産直のところへ少しでも

多くのものを出せるようなスタイルを構築していくことが必要ではなかろうかと思っており

ます。今ここで端的にどれがどうこうということは言えませんが、そういった野菜生産の実

態を踏まえたときには、私どもの中でそれだけの、例えば４万4,000人の今の人口に見合う

だけの生産量というのが非常に少のうございまして、いかにそういった産品を見出していく

か、また学校給食の中で安心・安全を問われる食品を提供していくかということに傾注して

いかなくてはいかんというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育課長。 

○教育課長（服部忠昭君） 佐藤議員の先ほどの学校給食での地産地消の関係でございますけ

ど、現在、各小・中学校では、食材につきましては地域や愛知県内産、いわゆる地場産のも

のをできる限り活用できるように努めております。また、現在市内の小・中学校の米飯給食

につきましては、使用しています米につきましては、全量地元の海部南部地域、具体的に言

いますと弥富市及び飛島の地域の「あいちのかおり｣を使用しております。こういったこと

で地産地消には努めております。 

 また、ことし９月には市内全小・中学校で、こちらの弥富の場合は特早米の地域でござい

ますので、新米を生徒が試食する機会を設けまして、せっかくの稲作地域でございますので、
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そういったことを周知しまして、次代を担う子供たちに地域の特産物ということを理解させ

て、地産地消に努めたいと考えております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤高清君） ありがとうございます。 

 開発部長も一生懸命答弁していただきまして、また教育関係の方で新学期に恐らく、オペ

レーターの言葉で言うと「こまち」なんですよ。「こまち」に「コシ」「かおり」。これは、

８月の盆にとれるお米は「あきたこまち」なんですけれども、愛知だから「あきた｣を取っ

て、オペレーターは「こまち、こまち」と言っています。その次にとれるのは「コシヒカ

リ」で、「コシ、コシ｣と言っているんです。オペレーターの間では、弥富市でとれる米は

ブランド化されて、「あいちのかおり｣を食べておると言うんだけれども、海南病院も「あ

いちのかおり｣を食べておるんだけれども、まずいまずいといって、いつの米だかわからん

わけなんですよね。しかし、きょうは「新米」という言葉が出ました。新しいものが行政で

出てきたわけであります。毎日通学・通勤して、お盆に刈り取りをしている米を新学期に食

べるということは、恐らくその青年たちが出世したら弥富の米を第一に買うはずだと私は確

信しております。 

 また、ＪＡでは既に「あいちのかおり」でうどんをつくったり、また地元でとれたレンコ

ンでそばをつくったり、地産地消に大きく前へ進んでおるわけであります。また、津島に本

店を持つ大手スーパーでは、地元野菜を地元の方にお届けすることを基本に、約70軒の農家

と契約をして、地域農産物に付加価値をつけて地域農家を守るということを手がけてみえる

ことも事実であります。そういったことで、ＪＡまた民間が地産地消ということを地元の野

菜・米に付加価値をつけておる中で、行政が子供たちに新米を食べていただく。新米を食べ

ると、また百姓はぜいたくだと言うんですよね。我々は百姓で、米で生活できた時代です。

新米は高く売れるから、百姓やで、米をつくる人は古い米を食べて育ってきておるわけであ

りまして、今は農業ですから、やっぱり農業は新しい米を食べて、その味を覚えて、大人に

なったら弥富の米はおいしいと、そういった循環が始まるようなことを仕掛けていきたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 続いて質問いたします。 

 地産地消という概念の持つ力は大変奥深いものと考えております。教育の場に地元農業が

参加できるように、福祉においても地元農業が大きく貢献できるのではないかと考えてみた

りもします。学校給食に地元の米を使うこと、また体験学習として、十四山西部小学校では

もう数十年、ＪＡの協力のもとで子供たちは田植えや稲刈りにチャレンジをしております。

稲作地帯、弥富市ならではの体験学習であり、また弥富市内の小・中学校でもこういう作付

等にチャレンジしておるはずだと思っております。 
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 同様に、福祉事業の一環に農業を取り入れることも可能ではないかと考えております。今

後心配されることは、耕作放棄地、また遊休農地等の問題であります。畑を耕す人がいなく

なり、しかし野菜をつくることに興味を持つ方がたくさんふえる中で、余暇を利用し、家族

で野菜づくりに汗を流すこともすばらしいことです。農作業を通じて土と親しんで健康の増

進を図り、新しい仲間と交流する機会を得ることもすばらしいことと考えております。障害

者の方々にも自然と触れ合う農業を楽しむ場所として、人と出会った関係を広げる場所とし

て、もし農業が自立への第一歩としての手助けとなれば言うことはありません。身近な自然

や農業に接することを通じ、生産活動、社会教育、文化、レクリエーション活動等の機会拡

大となり、弥富市の地域性を生かし、福祉モデルとして位置づけてみてはどうでしょうか。

農園の場所、施設等の確保についても、これだけ多くの優良農地を抱える地域ならば、その

気があれば十分に確保ができ、利用していただけるのであろう見込み、農園を開園すること

に賛同・協力いただける市民や団体も必ずあるのではないでしょうか。地産地消が目指す奥

底にあるものと相通ずる部分は少なからず存在していますが、今後、遊休農地・耕作放棄地

を防ぐためでも、最後の質問としますが、またこの問題については地産地消とは切り離して

お答えいただいても構いませんが、福祉農園構想、福祉事業に農業を取り入れ、活用法とし

ての市としての考えや対応をお願いいたします。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 佐藤議員の質問の中で、地産地消と切り離した上での福祉農園構

想はないかということでございますが、実は私ども弥富市においては、過去20年近くになり

ますか、貸し農園ということをやっておるのが現実ございます。これは13ヵ所で利用者は

232名ほどお見えになるわけですが、５坪ほどの農地のあっせんをやっておるということも

一つございます。 

 それについてはいろいろございますが、今そこの中で佐藤議員が言われましたように、農

地の有効利用や不耕作地をなくしてそういった対応をということでございます。これについ

ては、水田の場合は転作等々で不耕作地は少ないわけでございますが、今予想されるのは畑

の管理、これが一番問題になってこようかと思っております。ですから、こういった畑につ

きましては、先ほど地産地消の中でも触れましたが、やはり小さな面積でと申しましても、

これは制度上の問題等も影響がございますので、これも農協と一度よく協議をせないかんと

思うんですが、農地保有合理化法人、これは農協の方がそういう体制を持っておりますので、

そこの中での活用をするなりして、集約的な農地を集めた上での地産地消、それから第一線

を退かれた方で農業に興味がある方に関して、そういったところでやれるようなこと、団地

化なり、畑のある程度の面積をまとめてやれる方向も一考ではなかろうかというふうに思っ

ておるわけでございます。 
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 それともう一つは福祉農園ということですが、実は私も一時、福祉の面に携わったときに、

そういったことが出てきたケースがございます。これは県下で数事例、今現在はもっと多い

かもわかりませんが、介護施設の方のリハビリ、特に認知症だというふうに私は記憶してお

りますが、そういった方が農園での活用によって一定の効果が得られたというようなことも

記憶してございます。また、今現在もそういったことは、モデル的ではありますが、やって

みえるところもあろうかと思います。これも理解が得られれば、そういう施設とタイアップ

してやっていくのも一考かと思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤高清議員。 

○５番（佐藤高清君） 一生懸命勉強して返ってきたわけですけれども、一番目先で困ってお

るのは、畑が荒れるということが目の前に来ておるわけであります。今、畑は除草剤等で管

理しておるわけですけれども、どうしても除草剤で畑を管理していくと土地が荒れたり、農

薬という問題も起きてくるわけであります。農協のオペレーターに畑を耕してもらえんだろ

うかというお願いをすると、オペレーターの方は、もう大型機械化されて、小さな畑に入る

ことができないと。適当な耕運機がないからやりたくてもやれんということで困っている話

も聞くわけであります。そういったときに、畑はやりたいんだけれども、耕してくれる人が

あったなら本当にいいんだけどなあという話を聞くわけであります。そういった意味で、行

政が後押しをして、シルバーさんならシルバーさんにお願いをして、小さな畑でも耕運機を

持ち込んで耕していただいて、その後、野菜づくりに励んで、また今開発部長が言われたよ

うに行政とタイアップして、いろんな人たちを畑に迎えて、畑の管理をしつつ健康に暮らせ

るように、そしてでき上がったものがいい野菜・果物であるという方向にぜひ結びつけてい

ただきたいと思うわけであります。地産地消については、そういったお願い事で終わります。 

 ２点目の質問として、文化芸術・伝統芸能の振興策について質問をいたします。 

 弥富市では多彩な文化活動が催されております。多種多様な分野においても催されている

ことは周知のとおりでありますが、全体的な傾向として、市内の各種文化団体の会員数等が

減少傾向にある状態となっております。こういった活動の衰退には大きな危機感を抱かざる

を得ません。人が活動を続けることで歴史ができ、歴史を積み重ねることで文化として定着

してきます。そして、文化を創造し続けることから地域コミュニティーが生まれ、地域の発

展・連帯感へとつながるのではないでしょうか。弥富市文化協会が中心となり、文化活動の

振興、文化事業の育成、地域文化の創造に取り組むために、補助金や助成金の支出や、文化

財等の市主催のイベントでの発表の機会を創出することで文化芸術・伝統芸能の振興に行政

が努めておられることは承知しておりますが、なかなか結果につながらない部分が残念なが

らあるように思います。 

 ここで、まず１点目の質問させていただきます。 
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 文化芸術・伝統芸能の振興について、現状において何が最大の問題になっているとお考え

でしょうか。また、その原因がどこにあるかを分析し、どういった策をもって対処していこ

うと考えてみえるかを、具体的な話があればお答えを願います。 

○議長（黒宮喜四美君） 社会教育課長。 

○教育部次長兼社会教育課長（水野 進君） お答えいたします。 

 文化・芸能につきましては、やはり後継者問題が一番大きな問題ではないかと考えており

ます。今は趣味の多様化もあり、皆さんいろいろなものに取り組んでみえます。伝統芸能に

対する魅力も薄れているように思います。文化協会の団体につきましても、議員おっしゃる

とおり、高齢化により会員さんの数が減少しております。19年度から今年度まで見てみます

と、約40人ぐらいの会員さんの減になっております。市といたしましては、高齢ではござい

ますが、地域の芸能保存、後継者の育成等を図る目的で、芸能大会、それから洋・邦楽発表

会ということを毎年開催しております。今後、弥富市におきましてはケーブルテレビが今年

度全域に整備されるということでありますので、市としましても、市民に活動時状況すべて

のことをよく知ってもらうためには、ケーブルテレビを大いに活用してＰＲに努めたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤高清君） 地域を形成していく上において、スポーツ、祭り事の盛んな地域は何

となくまとまっているような気がします。スポーツ、文化芸術においても、スポーツ系のも

のについては人の集まる率が非常に高いというようなことも聞いております。今回は文化芸

術ということで質問させていただいておりますが、この芸術・芸能が発展することによって

地域がまとまっていけたらと思うわけであります。そういった中で後継者が非常に少なくな

っている現実を、今後ケーブルテレビ等で発表会も広く放映していただいて、頑張っていき

たいと思っております。 

 科学技術等が発達して社会構造が変化してきた中で、人々は常に新しい知識と技術を身に

つけていくことが必要となってきました。社会教育の分野がいち早く発展しました。そして、

ここに学校という教育機関が協力することで、幼児教育、学校教育、高等教育、社会教育と

いう年齢などの段階を取り除き、生涯にわたって持続した教育を受けることが可能な生涯教

育へと変化をしてきました。現在においては、各自の自主性や創造性を重んじることと相重

なり、個人の判断で自分にとって必要な分野を選んで学び、必要なことを教えられる教育か

ら、みずから必要なことを選んで学習する生涯学習の概念となって定着しております。生涯

学習を実践し定着させることにより、我々は充実した日々を過ごすことができます。地域の

特色を生かした魅力ある活動においても、総合学習等で学校教育の場で交流することで、学

校と地域双方が活性化する相乗効果をもたらしていきます。生涯学習で地域おこし、地域お
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こしで生涯学習、それを起こすことは可能な話であります。文化芸術・伝統芸能関連の教育

を振興することで地域と学校が強く結ばれます。地域と学校が強く結ばれることは、双方に

とって大きなメリットとなるはずです。生涯学習の一環として文化芸術・伝統芸能関連の教

育を振興していくには、活動の活性化、地域との結びつき、後継者等の将来への継承など、

文化芸術・伝統芸能が抱える大きな問題を解決させる有効な手段と考えております。弥富市

においては、文化芸術・伝統芸能関連の教育をどのような位置づけでとらえてみえるか、文

化芸術・伝統芸能の関係で講師派遣等、学校教育との関係の現状、また今後の課題をお答え

願います。 

○議長（黒宮喜四美君） 社会教育課長。 

○教育部次長兼社会教育課長（水野 進君） お答えいたします。 

 総合計画でも文化芸術の振興ということで、各地域に伝わる獅子舞や神楽太鼓等の伝統芸

能の伝承者の育成支援を行うとともに、本地域特有の水郷文化として、伝統芸能の文化的価

値を高めるための普及事業を推進しております。 

 それで、今言われました文化芸術・伝統芸能の関係で講師派遣、学校等の教育関係という

ことでございますけれども、生涯学習の一環として出前的講座の活動などを今後は取り入れ

まして、後継者の育成、それから文化芸術保存・継承に役立てていきたいと考えております。 

 それで、いま一つの計画がありまして、弥富北中学校が秋の文化祭の場で地域伝統芸能を

知ってもらうために、神楽太鼓、これは北中の生徒も参加して、地元の保存会に加入してお

りますが、その神楽太鼓を文化祭の場で発表してもらうという計画が今進んでおりますので、

実現に向けて我々も努力したいと思っております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤高清君） ありがとうございます。 

 今、担当の次長の方から「出前講座」という言葉が出てまいりました。ことしから弥富市

が取り組む大変いい出前講座であります。そして弥富北中学校において、中学生になると地

元から遠ざかろうとする生徒を中心に地元の伝統芸能を発表すると、そういったことが聞か

されました。そういったことをぜひ全中学校において、我々も指導に出向きますので、行政

が中心になって、そういった昔からの祭り事を継承していけるようにぜひお願いしたいと思

います。 

 また、市としてほかにこういった出前講座によく似た対策とか前向きな考えがあれば、お

聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 佐藤高清議員にお答え申し上げます。 

 弥富市の歴史的な文化・芸能というのは大変貴重なものが多々あろうかと思っております。
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そうした中において、この文化・芸能をこれからの時代にもきちっと伝承していくというこ

とは大変意義あるわけでございます。そうした形において、もう一度抜本的に協議会という

ようなものをつくって検討してはいかがかというふうに思うわけでございます。そういった

意味におきまして、まだまだ元気な方がたくさんお見えでございますので、そういった方に

お力添えいただき、あるいは学校関係者、御父兄の方、地域の方というような形で文化・芸

能保存協議会、仮称でございますけれども、そんなものをつくって来年度からしっかりと協

議することも一方法だと思っておりますので、そんな方向で検討してまいりたいと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 佐藤議員。 

○５番（佐藤高清君） ありがとうございます。 

 衰退してしまってからではどうすることもできません。今市長の方から、そういった協議

会を前向きに立ち上げる方向で行きたいという答弁をいただきました。ぜひ弥富市の伝統芸

能、また文化芸術が盛んに発展することを願いまして質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（黒宮喜四美君） 次に杉浦敏議員、お願いします。 

○１０番（杉浦 敏君） ２点について質問いたします。 

 まず第１に、小・中学校の普通教室に扇風機の設置をという件であります。 

 弥生小学校、十四山東部小学校では、ＰＴＡが廃品回収などのお金を捻出して、一部の普

通教室に扇風機を取りつけた。あるいは、十四山中学校では子供たちの家庭に扇風機の寄附

を募集したところ、既に８台が集まっているなどというお話を聞いております。私のもとに

も早く扇風機をつけてほしいという、学校に通う子供たち、現場の先生、父兄の皆さんから

の声がたくさん寄せられております。とある小学生の子供を持つ母親からは、９月の初め、

子供を迎えに行ったら上着もズボンも汗だくになっていた。また、あるアトピーの子供を持

つお母さんからは、夏は本当に子供がかわいそうだ、こんな声も寄せられ、大変な状況だと

思います。地球温暖化の影響は、既に避けて通ることのできない段階に来ていると考えます。 

 昨年８月、お隣の岐阜県多治見市では、74年ぶりの日本記録更新に当たります最高気温が

40.9度という記録が観測されましたが、専門家による統計でも、ここ50年の気温の観測記録

を見ると、日本全国の主要な観測地点のすべてで平均気温がじりじりと上昇していることが

明らかとなっております。小・中学校は、もちろん一番暑い７月・８月には夏休みがありま

すが、最近では５月中から最高気温が30度を超えるような、いわゆる真夏日が頻繁にあらわ

れております。夏場の暑い日、外の気温が35度になると教室の中は37度を超えてしまうとも

言われております。子供たちの体温よりも室温が高くなってしまうなどということが、子供

たちの健康状態にも、そして勉学に対する意欲にも大変に悪い影響を与えることとなってま
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いります。自然の環境がかつての状況とは全くさま変わりしているというのが実態ではない

でしょうか。 

 今回の弥生小学校などのＰＴＡの対応は、こういった現実の状況が既に放置できない事態

になっているとの判断に立ってのことと思われます。市側としては、この問題にどのような

認識をお持ちでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育部次長。 

○教育部次長（山田英夫君） それでは、杉浦議員の質問にお答えいたします。 

 弥生小学校のＰＴＡの対応でございますが、そういったことでＰＴＡ独自で扇風機を入れ

られたということは十分に私どもも承知しております。市としましても、扇風機の設置の必

要性は十分認識しているところでございます。特に、暑さのために児童・生徒の学習に対す

る集中力が欠けてはならないという認識でございます。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 事前に教育課長にお話を伺いましたところ、市としても、そういう

ＰＴＡや学校の声もいろいろ聞いておるので、扇風機の設置について検討しているというこ

とも伺っております。 

 私、平成19年の６月議会で、当時教室の冷房化ということでこの問題を取り上げまして、

ただこのとき、国の補助金が出るというのが当初あったんですけれども、その補助制度が見

送りになっちゃったということで、実際には全く前に進んでいないということで、当時、服

部市長の御答弁では、教室の暑さの状況なんか実態を一度調べてみると、そういうお話もあ

りまして、その後も、この前の課長のお話では検討しているということなので、せめて扇風

機ぐらいはつけてほしいという声は大変に強いものがありますので、早急に扇風機の設置を

お願いしたいと思いますが、大体どういう規模のことをお考えになってみえるのか、概略を

お願いします。 

○議長（黒宮喜四美君） 教育部次長。 

○教育部次長（山田英夫君） 御承知のように、今年度、各小・中学校では耐震補強工事に多

額の費用を費やしております。したがいまして、普通教室への扇風機の設置工事につきまし

ては、耐震補強工事がことし・来年の２年間にわたりますので、財政状況もありますので、

その辺を勘案して計画的に導入をしていきたいというふうに考えております。導入の方法と

しては、普通教室１クラスに大体扇風機４台、先ほど言いましたように、既にもう一部ＰＴ

Ａの方から入れておるということも聞いておりますが、基本的にはすべての普通教室に４台

ずつ入れていきたいというふうに現在考えておるところでございます。 

 なお、この費用につきましては、平成21年度の補正予算が可決されておりますので、地域

活性化対策として経済危機対策臨時交付金とか公共投資臨時交付金も交付されるというふう
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に聞いておりますので、その活用も視野に入れて、そういった財源で検討していきたいと考

えております。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） そういった財政的なこともありますので、早急に実現をお願いした

いと思います。 

 二つ目の質問であります。巡回バスの問題であります。 

 巡回バスの改善につきましては、かねてから、平成19年６月の４台への増車、ダイヤの改

正の後も、市民の便利な足としてさらに改善をしてほしいという声が私たちのもとにもたく

さん寄せられております。とりわけ交通弱者と言われる自動車の運転ができない、またはし

なくなってしまった高齢者などを中心に、病院や市内の開業医への医者通い、日々の買い物、

鉄道駅への接続、公共施設・市の中心部への移動などについて、実際に利用のできる使い勝

手のよい便利なバスを走らせてほしいという要望は、高齢化の進展とともにますます強くな

っております。この問題では私自身、弥富市の巡回バスを、今お話をしました高齢者などの

移動に制約を受ける市民にとっての補助的な交通手段としてだけではなく、より幅広く市民

の便利な足として充実をさせ、地球温暖化対策の一つとしても、できる限り自動車を使わな

くてもいい地域社会の実現に向けての大きな柱の一つに位置づけるべきではないかという立

場からも質問をしたことがあります。21年度予算では巡回福祉バス検討委員会報償費45万円、

公共交通活性化方策調査委託料635万円が予算化され、巡回バスの改善に向けて検討委員会

の設置、アンケートやヒアリングなどが計画されておりますが、バスの有料化も選択肢とし

て検討するため、また国からの補助金の関係もあって、平成20年度の検討委員会は一度解散

をして、21年度、今度の検討委員会は、地域公共交通の活性化と再生に関する法律に基づい

て、法定協議会として20名の委員さんで構成され、運営されるということでありますが、ま

ずもって平成20年度の検討委員会は学識経験者２名を含む16名の委員さんで構成されました

が、昨年20年度は何回の検討委員会が開催され、どういった結論が出されたのか、その概要

をまずお聞きします。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） それでは、杉浦議員にお答えいたします。 

 20年度の開催の件数でございますけれども、年度の途中のスタートということもございま

して、２回の開催でありました。結論につきましては、巡回バスからコミュニティバスへの

移行及び有料化、受益者負担ですね。高齢者とか子供は無料とか、そういう議論はちょっと

別にしまして、有料化を視野に検討していくということが確認されました。そして、今後は

アンケート調査等の実施を含めまして、総合的に見直しを進めていくということが集約され

ました。以上でございます。 
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○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 20年度は２回だけ検討委員会が開かれたということですね。総合的

に見直していくということだそうですけれども、昨年12月議会で私はこの巡回バスの問題を

取り上げまして、当時、下里総務部長から、この問題につきまして約1,000名規模のアンケ

ートを実施するというお話がありました。このアンケートの具体的内容については、20年度

の検討委員会で決められているのですか、それともまだ決まっていないんでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 20年度の検討委員会におきましては決まってお

りません。21年度の法定協議会の中で決められていくということでございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） そうしますと、21年度の新しい法定協議会でアンケートの中身も検

討するということであります。 

 まずそこで、どういった内容のアンケートを行うかと、これは大変重要なことだと思いま

す。バス事業の今総合的な見直しとおっしゃられましたけれども、やはり住民の要望ですね。

どういう目的で使うのか、それから利用時間、バス停の問題など、これ現在利用している方

の意見、あるいは今は使っていないけれども条件が調えば利用してみたいという人の意見、

また年齢とか職業など、さまざまな角度から可能な限り多くの声を集めることが、やはり一

人でも多くの人に利用していただける、いわゆる市民の足としての活用をしていくバスを運

行する上で第一歩であると考えます。 

 それで飛島村、お隣の話ですけれども、ことし21年の４月から飛島公共交通バスと飛島コ

ミュニティバスの運用が始まりましたけれども、このバスの計画を策定するに当たりまして、

飛島村は住民を対象にアンケートを実施しましたが、防災安全課長につきましても、この内

容は把握してみえると思いますけれども、通勤・通学時の交通行動、それから買い物、通院、

公共施設へ行くなど、それぞれにつきまして大変詳しく数値化をして報告をしております。

弥富市の今度のアンケートでは、この飛島村の事例、あるいは他の先進地の事例を参考にさ

れる予定はありますか、お聞きします。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 弥富市のアンケートにつきましては、５月１日

に契約をいたしました委託コンサルタント会社のノウハウとか、飛島村、先進地の事例も参

考にいたしてまいります。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） バスにつきましては、日本全国、この周辺の自治体でもいろんな取

り組みがなされております。最近ですと稲沢とか、この辺でいきますと愛西市なんかも新し
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いバスが走っているということなんですけれども、特に飛島なんかは非常に規模の大きなバ

スが走っております。例えば飛島公共交通バスですけれども、名港線と蟹江線という２本の

線がありまして、名港線の方が大型車両が６台、平日26便、土曜日・祝日が17便と。蟹江線

だけでも中型車両が３台、平日21便ということで、大変本格的な公共交通バスになっておる

わけです。こういったものは各自治体それぞれ特徴もありますけれども、さすがに飛島ほど

のこういうバスというのは、自治体の財政力などもありますから、当然こういったものをま

ねしようと思ってもまねはできないと思うんですけれども、やはり与えられた条件の中で最

大の効果が得られるような取り組みが必要ではないかと考えます。 

 そこで、この弥富では、大前提として弥富市の持つ特異な条件であります、南北に長く伸

びる地勢、市役所・病院・鉄道駅など主な公共施設が筏川以北の市街地区域に集中し、市の

南部地域、十四山地区には広大な農村地域が広がっております。こういった条件が、そこに

住む住民の生活の仕方にも大きな影響を与えていますが、住民の声を聞くアンケートの内容

についても、また新しいバスの運行計画をつくるについても、この前提条件をきちんと反映

したものでなければならないと考えます。 

 例えば平成19年７月に行われました飛島村のアンケートの中には、バスをあまり利用して

いない人に対して、「もし状況が改善された場合、バスを利用しますか」という質問があり

ますが、飛島の場合、ことしの４月までは三重交通バスが走っておりましたが、「改善され

た場合にぜひ利用したい」という回答が全体の13％、「改善されても利用するつもりはな

い」が23％になっております。弥富市で今度のアンケートでこういうアンケート項目を設け

るかどうかはわかりませんが、仮に弥富で全市一本で地域を分けず、単純に振り分けて同じ

質問をしたら、弥生学区や桜学区など、市役所、病院、公共施設、商店や鉄道駅などが比較

的近くにあり、バスを使う必要のない人が比較的多い中で、ここは人口的にも多い地域です

から、全回答数の中で「利用するつもりはない」の比率が多くなってしまうことが予想され

ます。これでは本当にバスを必要としている人がどれだけいるのかわからなくなってしまい

ます。 

 当然の話ですが、便利になれば利用する人もふえることが予想されます。便利にするため

には、バスの台数、運行回数をふやし、停留所の増設が必要となるかもしれませんが、その

ためには、今お話がありましたように、バスの有料化が問題となるかもしれません。バスの

運賃が有料か無料か、有料の場合は幾らぐらいが妥当か、経済的な、あるいはさまざまなハ

ンディを持った方への無料の措置、市の財政投入・税金投入は幾らぐらいまでが許されるの

かなどの議論が必要とされるのではないかと思います。 

 いずれにしても、先ほど述べた南北に長い弥富の地理的問題を大前提に、今利用したいと

思っていても利用できない人、改善されればもっと頻繁に利用したいと思っている人の声・
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要望をしっかりと把握できるアンケートを実施してほしいと思いますが、今度のアンケート

ではこういうところに何らかの工夫をされるおつもりか、お聞きします。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 要望をしっかりと把握できるアンケート、工夫

ということでございますけれども、学区・地区別のニーズ把握を考慮しまして、ただ単純に

人口比率割合ではなく、学区とか地区に比重を置いたアンケートを実施したいというふうに

考えております。具体的には、６学区あるんですけれども各100通、それから桜・弥生につ

いてはプラス50の150通というふうに考えております。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） アンケートの内容につきましてはこれから検討されるということな

ので、ぜひ住民の声をしっかり幅広く把握できるアンケートを実施してほしいと思います。 

 それから、今アンケートの数も伺ったんですけれども、参考までに、飛島村のアンケート

では人口の半数を対象にアンケートを実施しました。それで、回答も1,000名近くの回答が

あったと聞いております。人口の半分ですから、弥富の場合ですと２万通を超えるようなア

ンケートになるんですけれども、どうも人口からいきましても、1,000名程度のアンケート

では余りにも少ないのでないかという感じがいたします。昨年の議会で答弁にもありました

けれども、駅とか病院とか公共施設においての利用実態調査、いわゆる回収ボックスによる

もの、またバスの利用者調査ということで、実際にバスに乗ってみえる利用者の方に回収ボ

ックスを設けてアンケートをとると、こう聞いておりますけれども、通勤や通学、通学とな

ってまいりますと高校生や学生なども対象になると思いますが、買い物、公共施設などで何

の目的で今利用しているのか、今利用していないが利用したいと考えているのかなど、広く

市民の声を集めることができるアンケートを実施してもらいたいと思いますけれども、もっ

とこのアンケートの数というのはふやせないんでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） アンケートの数でございますけれども、今回は

１回目ということで、適正な数というふうに考えております。今後、例えば実証運行とか、

そういう段階になってくればまた実施していくということも含めまして、今のところ1,000

ぐらいが適当だと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 何回も言いますけど、飛島村で1,000名近くの回答があったそうな

んですけど、今度、弥富の場合は1,000名しかアンケートを出さないということなので、本

当に住民の声をこれで聞けるのかなと大変心配いたします。まだアンケートは始まっており

ませんので、ぜひこれ数をふやすように何らかの方策をしていただきますよう要望いたしま
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す。 

 それから、法定協議会の人選、運営の仕方でちょっと質問いたします。 

 大体お話を伺っておりまして、学識経験者だとかいろんな方が見えるそうなんですけれど

も、まずこのアンケート、それから検討委員会での議論、新しい計画の立案、計画の実施、

この全体の予定表はどうなっておりますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 予定とか工程表の関係でございますけれども、

交通体系の現状把握を６月末ぐらいまでに終わらせたいというふうに考えています。またニ

ーズ調査の方ですけれども、６月下旬ぐらいから８月末までに実施をしたいと考えておりま

す。あと問題点とか課題の整理、それから事例収集等の整理として９月末ぐらいまでに実施

をしたいと。あと実施方策の検討ということで、８月中旬から並行して半年ぐらいかけて実

施してまいります。また、この間４回ぐらいの協議会を予定しております。以上でございま

す。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） そうしますと、今回の法定協議会で検討されて、実際の計画が実施

されるのは来年度ということでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 現段階では、仮に順調に進んだ場合、印刷等の

関係もございますので、来年の６月をめどということで考えています。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 先ほども言いましたけれども、19年６月に改善をするというお話が

ありまして、大変延び延びになっておりますので、早急に実施できるようにお願いをします。 

 二つ目に、法定協議会の具体的な顔ぶれですね。どなたが検討委員になるのか、何か一覧

表があれば欲しいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） お渡しします。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） その中で公募の委員を２名にされておるんですけれども、何回も申

し上げておりますが、幅広く住民の声を聞くという観点からしますと、やはり公募の委員と

いうのはもっとふやしたらどうだと思うんですけれども、これはいつごろどうやって募集さ

れますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 公募委員の関係でございますけれども、一応２
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名ということで、委員が合計で20名でございます。その１割ということで、適正な人数だと

考えております。 

 それから募集の関係でございますけれども、市のホームページで６月１日付で掲載してお

ります。また、７月号の広報の方でも紹介をしてまいります。内容につきましては、公募の

関係でございますけれども、募集期間ということで７月１日から21日までということでござ

います。資格につきましては、市内在住の20歳以上の方で、地域公共活性化について関心が

ある方としております。それから会議の方ですけれども、平日に行われますので、平日に出

席ができる方としております。選考の関係でございますけれども、応募多数の場合は選考に

より決定させていただくという内容でございます。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 公募の委員は今２名にするということなんですけれども、ぜひもっ

と幅広く聞くために、公募委員の数をふやすことを要望いたします。 

 それで一つ、今度は法律のもとに開催されるということで法定協議会ということなんです

けれども、何か法律上で議論することが義務づけられておりますテーマといいますか、運営

の仕方というものはありますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） 義務づけられているかどうかというのはちょっ

とわかりませんけれども、一応柱としまして、計画、それから運営、運行、この３本が柱に

なると思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） それと、法定協議会ということで協議されまして、その協議結果は

どういったタイミングで市民や議会に報告されるのかと。また、それに対しまして市民や議

会から計画に対して意見がある場合、何かそれを述べる機会というのが準備されております

か。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） まず、議会に対しましては進捗状況の中で御報

告をしたいと考えております。また、市民等につきましては広報等でお知らせをしたいとい

うふうに考えております。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） その場合、法定協議会ということで、実際にはその事務局として市

役所の方が当たると思うんですけれども、市役所として専門スタッフといいますか、プロジ

ェクトチームといいますか、そういったものは設置する予定をされておりますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 防災安全課長。 
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○総務部次長兼防災安全課長（服部正治君） この問題につきましては、最終的には法定協議

会の方で決定されるということで、市の職員として専門の職員というのはございません。防

災安全課の方で兼務ですけれども、交通防犯の方で実施していきたいということで考えてお

ります。また、プロジェクトチームの方も必要になってきた場合については、また協議いた

します。 

○議長（黒宮喜四美君） 杉浦議員。 

○１０番（杉浦 敏君） 最後に、ちょっと全体の話ということで市長に御答弁願いたいんで

すけれども、先ほど私が言いましたように、以前の議会でも弥富市の巡回バスにつきまして、

高齢者など移動に制約を受ける市民にとっての補助的な交通手段としてだけでなく、より幅

広く市民の便利な足として充実をさせ、地球温暖化対策の一つとしても、できる限り自動車

を使わなくて済む地域社会の実現に向けての大きな柱としてほしいという立場から質問した

こともあります。第１次弥富市総合計画の77ページにも、７番、巡回福祉バスの充実という

ことで、巡回福祉バスについて、「市民の利便性の向上はもとより、公害の防止や地球温暖

化の防止、高齢者等の外出機会の確保なども見据え、効果的な運行体制を検討し、その充実

に努めます」と書いてありますが、この問題、かねてからいわゆる補助的なバスというだけ

でなくて、本当に弥富市の基幹的な公共交通の事業としてほしいと。 

 温暖化の問題もさきの質問でもいたしましたが、特に弥富市の場合、公害などの環境問題

も大変深刻な問題であります。いわゆる南部工業地帯がございまして、名立たる企業がたく

さん来ているわけですけれども、かえってまたそのことが公害の発生する大きな原因にもな

っていると。とりわけここ数年、弥富市の南部の方、いわゆる臨海部で、窒素酸化物、ある

いはＰＭといいまして粒子状物質がぜんそくなどの健康被害の原因となっておりますけれど

も、こういうものが非常に環境基準を超えているとかいう問題もありまして、やっぱり南部

の臨海工業地帯にそういう企業があって物流がふえてくる、そのためにトラックの行き来も

多いということでそういうことが起こっているんではないかと言われております。市として

は、いわゆる臨海部の港の関係で、毎年１億3,000万ほど特別とん譲与税を受けているわけ

ですけれども、ある種の環境を悪くするという犠牲のもとにそういうお金が入ってくるわけ

でありまして、やはりそういった財政的なものを十分利用して、このバスを本格的に市民の

便利な足としていくと。なるべく車を使わないというふうに充実をさせてほしいと思うんで

すけれども、その辺、市長のお考えはどうでしょうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 杉浦議員の方から、巡回バスの改善につきましてさまざまな観点から

御意見をいただきまして、本当にありがたく思っております。 

 防災安全課長の方が答弁したように、今までの委員会におきまして一定の方向が決まりま
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した。そして、今後は市民の皆様のアンケート、ニーズというものをしっかりと調査をし、

それを具体化していくという作業が進んでいくわけでございます。そういった中において、

現在の福祉バスからいわゆるコミュニティバスという形での利用価値というものを、最大限、

市民の皆様の足として使っていただけるような形で検討してまいります。そして、弥富市に

おける公共交通という形での位置づけをはっきりさせていかなきゃいかんというふうに思っ

ております。今後、法定協議会の方で、しっかりとした巡回バスの改善に向けてつくってい

きたいと思っております。 

 また、さまざまな御意見をいただいております。私どもとしては、新年度からなるべく早

く速やかにスタートできるような形で、今後仕事の方も精査をしていきたい、あるいは法定

協議会の方もそういった形の中で開催をしていきたいと思っておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 また、臨海工業地帯におけるさまざまな問題につきましては、確かに皆さんの方にも道路

網そのほかのことで、環境問題等を含めまして御心配をかけていることは重々承知している

わけでございます。今年度から港湾の整備、あるいはその背後地における道路整備等も行っ

ていくということになっておりますので、今後こういうような整備計画も含めまして我々と

しては検討していきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、もう後ずさりできない巡回バスの改善でございますので、議員

の皆様にも今後とも御理解を賜り、また御意見も賜りたいというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） それでは、１時間を大幅に超えたわけでありますが、ここで暫時休

憩をいたします。４時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後３時47分 休憩 

             午後４時00分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（黒宮喜四美君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 一般質問を続けます。 

 次に大原功議員、お願いします。 

○１８番（大原 功君） 質問させていただきます。公務員のＯＢ天下り、嘱託職員について

お伺いいたします。 

 市長は、県ＯＢと警察官ＯＢをどの場所で雇用をお願いされたのか、１点目に聞きます。 

 二つ目には、市側は警察官のＯＢについて、市側に何かの粗相があってこの警察官を雇用

されたのか、ここをひとつお伺いいたします。 
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○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員に端的にお答え申し上げます。 

 私の方からお話を市役所でさせていただきました。何の粗相もございません。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 市長が今言われたように何もないというふうであっても、２名の方

が公務員であると。国・県の天下りというのは、国民の中の７割から８割がもうこういうの

はやめましょうということになっているわけ。それはなぜかというと、社会問題になってい

るんですけれども、年間に自殺者というのが３万4,000人ぐらい見えるということ、昨年の

場合。こういう中にも、何らかの県のＯＢの方がそこへ行って圧力をかけたり、国土交通省

なんかだと、そのＯＢが特殊法人におったため、公用車を買うのに談合して、課徴金が約30

億という不正をするなどして、結局、何を役目にしてこの県のＯＢが必要なのか、それから

警察官についても何が必要であるのか、この２点を聞きます。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員にお答え申し上げます。 

 私ども平成21年度から第１次総合計画がスタートしているわけでございますが、その総合

計画策定のときにも市民の皆様からさまざまな形で御意見をいただきました。そして、今後

市民が重要視していきたいというような取り組みについて、いろいろと御意見をいただいた

わけでございます。そうした御意見といたしまして非常に多かったのが、道路交通網の環境

整備、あるいは防犯対策等の充実ということを上げてみえます。そうした中で採用した１人

は、愛知県建設部の技術職員として勤務され、海部建設事務所長として海部地域の建設行政、

あるいは土木行政にその手腕を発揮されるとともに、弥富市第１次総合計画あるいは都市計

画マスタープランの策定委員としても参加して、この計画に携わっていただきました。また、

生え抜きの弥富市の市民であるということから市への愛着も深く、都市基盤整備の現状と課

題を熟知された方でありまして、快適なまちづくりの実現に向けて取り組んでいただいてお

る次第でございます。また、本人としては、これからは自分の仕事として駅前周辺の都市開

発をやっていきたい。弥富駅、そして佐古木駅の周辺の都市開発をやっていきたい、そんな

ことを述べてみえます。また道路等においては、いわゆる名古屋第３環状線の南進化につい

ても、今までの行政手腕というか、専門的な知識も生かしながら、県とのパイプ役をしっか

りと務めていきたいというふうにおっしゃっていただておるわけでございます。 

 また、もう１人の警察官ＯＢでございますけれども、地域安全の守りのかなめとして、防

犯対策にその手腕を発揮されております。蟹江警察署、弥富幹部交番等で７年間勤務された

ことで、弥富の実情にも熟知してみえるということでございます。交通事故、あるいは犯罪

のない社会の構築という中で、今後、今までの経験を生かしていただきたい。弥富市として
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も、年間、大変防犯的な事故も多いわけでございます。そういった中で一件でも事故を防い

でいくという形から、その手腕を期待しているところでございます。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 市長は言われるけれども、私が思うには、今までは私も神田知事と

は20回近く会ったり、知事からも直接お願いをされたこともあります。中部国際空港やら万

博、そして町村合併、また駒野の競馬場の馬券売り場ということについても、当時議長であ

りましたので、「大原議長、とにかく弥富市に競馬場をつくりたい」と言うので、あれは３

億8,000万ぐらいだったか、そういうこともありました。そういう中で今の県のＯＢの方と

会ったのは、町村合併で１回会ったぐらいかなあと思うんだ。県の出先機関が約291ありま

すわね。本庁については19というふうで、それほどないと思うんですけれども、そういうも

のをやりたいといって、先ほど言ったように、県のＯＢが部下にこれを頼むというと、やっ

ぱり家庭もある。それが不安で、家庭内にもそういうあれもあると思うんだね。そうでなく

て、そういうのをつくるなら、市の方で特命という人を選任しながら、それも公募で募集す

ると。 

 市長は、いつも市民の中であいさつをしてみえるわけね。そうすると、市民の中では、本

当に市民中心のあいさつかと。いわゆるアバウト的な愚かなあいさつではないかということ

を言われる方もあるわけね。それはなぜかというと、一般質問をやっても、あれはやります、

これはやりますと言うけれども、ずうっと底流れというふうに流れて、なかなか地域のこと

でもやっていただけないということを聞くんだけれども、この辺についてどうですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 議員にお答え申し上げます。 

 ＯＢ職員の採用に当たりましては、その行動等につきましては私が一切責任をこれから負

っていくつもりでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、さまざまな形におけるあいさつにつきましては、私は緊急性・計画性に基づいて皆

さんの御意見をいただきながら、市民の目線で計画を実行していくつもりでございますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 今の県のＯＢの方は何か市長と同級生ということを聞いております

けれども、同級生だから雇用するということについては、地域の方にそういうことも聞いて

おります。 

 そういうことを含めてワークシェアリング、やっぱり勤労者というのは、自分の給料を相

手にあげてでも多く働かせたいというのが勤労者の基本であるわけね。こういうのを忘れて

しまって、公募でなくて、こういうふうに募集すること自体が、前にも当時の市長がおった
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ときには、ある議員が、やっぱり公募でしなきゃいかんという話もあったわけなんだ、本会

議で。それが、今現在ではそういうのもはっきり言ったら破棄してしまうとなると、先ほど

言ったように、市民の中で市民参加というのが全く市民参加じゃなくて、隠れた市役所の中

のお願いとなっちゃうわけね。こういうのをきちっとしないと、今は公共でも何でも公開の

原則であるわけね。公開の原則になってくると、幅広く皆さんに参加してもらうためにコミ

ュニティーもあったり、あるいは区長会もあったり、そういうこともあるわけね。そういう

ことがある中でも、市民から言えば隠れたことになっちゃうね、隠れて公募もなしでやられ

るということは。私も働きたいと。私も県を定年になったと。中には弥富市にも、警察官だ

った、裁判所に見えた方もおるし、機動隊に見えた方もいます、私はよく知っておりますけ

れども。こういう方でも勤めたい、私も働かせてちょうだいと。 

 月給については36万4,600円、年間のボーナスが54万8,723円というふうで、年間にすると

服部さんという方については455万円近くの金が支払われるわけね。これは21年度ですよ、

途中ですから。22年になったら３月から。三輪さんについても月に21万4,600円、ボーナス

については33万2,630円というふうで、290万近くの金が支払われるわけだ。市の財政を確保

していくためには、やっぱり市民でやれることが必要だと思うんだ。 

 青色のパトロールについては、今３ヵ所ぐらいかな。平島と、それから五明と十四山の方

でありますけれども、これについては年間10万ぐらいの補助を出しておるということを聞い

たんですけれども、これだけの700万、800万の金を出すことを思ったら、少なくとも50や60

の方ができるわけだ。警察官１人で防犯を回ろうと思ったって、なかなかできんわけだ。幅

広く、そして市民の方に行政に多く参加してもらうということが「市民参加」という市長の

言葉じゃないかと思うんですけれども、こういうことはどう思いますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員にお答え申し上げます。また、議員の御質問に対して一部訂

正を加えさせていただきたいと思っております。 

 今度新たに採用させていただきました服部さんにつきましては、私の同級生ではございま

せんので、御理解を賜っておきたいと思います。 

 また、今この経済不況等における雇用の問題は、日本全国を中心としまして大変な問題で

あるということは私も十分承知しておるわけでございます。こうした中において今回採用さ

せていただきました２名につきましては、先ほども話をさせていただいたように、専門職と

して、その知識あるいは技術を生かしていただけるということが基本にございまして、その

観点から採用させていただいたものでございます。今後の費用対効果という形に対して、私

も期待をしていきたいと思っておるわけでございます。 

 また、公募するというような御意見でございますけれども、これはまた違う、いろんな意
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味における形でこういったことも利用していかなきゃいかんというか、そういった観点から

人を採用するというようなこともあろうかと思っております。今回は専門職としての採用と

いうことで御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そうすると、今、回っている青のパトロールというのは、認定を受

けて、認定を受けるということは、ある一定、専門知識と評価されて認定をもらったわけね。

そういう人がおるんだから、弥富市でももっとボランティア方式で、市民のためにしたいと

いうこともあるわけね。 

 市長も入られる前だでわかりませんけれども、迷惑条例というのがありまして、迷惑条例

というのは、市の方も夜駐車しておる車についても紙を張るというふうになっておりました

けれども、今、団地でもどこでもそんな紙を張ってあるところはほとんどないくらいに、一

時はずうっと張ってありましたけれども、今は少なくなっちゃったね。そういうのも１人の

専門職で、犯罪者を捕まえるならそれは１人でもどうか知らんけれども、一般的・常識的に

やっている中で注意するぐらいのことだったら、お互いにみんなが助け合いして財政を大事

にし、前にも言ったように、そういう金があれば当然、日進市と弥富市には県の住宅、ある

いは市民住宅がないね。そういうのをつくってあげて、一人でも多くの方が安心して住める

ような、そういうこともやってあげる。今、愛知県の35の中で、弥富と日進しか県営もない、

市営もないということなんですね。それを市民参加から言うんだったら、何かをつくってあ

げてから市民参加と言うなら市民だってやっぱり納得するけれども、こういう住宅をつくる

予定はあるのかないのか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員にお答え申し上げます。 

 青パトの問題につきましては、今、参加自治会の中で展開をさせていただいておりまして、

私どもとしても、児童・生徒あるいは住民の安心・安全という形の中ではもっと拡大をさせ

ていただきたい。また、そういった形に対して我々行政もしっかりと力を入れさせていただ

きたいということは、かねがね申し上げておる次第でございます。 

 それから市営住宅の建設につきましては、３月議会でもほかの議員の方から御質問等がご

ざいまして、そのときにもお答えを申し上げましたように、現在では市営住宅を建設する意

向は持ち合わせておりません。福祉全体の底上げを図るべきだろうというふうに思っており

ます。それが公平・公正の原則だろうということで、その観点から市営住宅については考え

ておる次第でございます。さらなる高齢者を中心とした、いわゆる福祉、あるいは介護とい

ったような形における全体のサービスを考えていきたいと思っております。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 
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○１８番（大原 功君） ということは、33の市は市民のそういう困った人が影響になって住

宅を建てておるということにとれるんですね。そうでなくて、財政というのは、かなり弥富

市はよその市町村に比べても豊かだと思います。海部郡の中でも市が三つ、それから町が五

つ、村が１個というふうにあるんだけれども、飛島と弥富だけは湾岸を控えていますね。こ

ういう中で、とん税とかが入ってきて大体年間１億5,000万近く、これから第３パースがで

きてくると恐らく４億ぐらい入るんじゃないかなあと予測するんですけれども、それとか企

業の免税措置の固定資産税についてとか、そういうのを含めれば恐らく10億近くの金が弥富

市は出てくるわけ。だから、財政がそれだけあるんだから、本当に弥富市民がそこで住める

ような環境をつくるのが市長の役目でもあると思うんです。 

 そういう金があるから、市営住宅や、市がいかんかったら民間のお金を利用するというこ

ともあるわけね。普通、銀行で預けておったって、大した金額の利息はつかない。市民に直

接借りていただいて２％、３％でももらえば、当然市民だってそういうのに参加しようかと

いうことだって出てくると思います。国でも私も国債を買っておりますけれども、国債でも

やっぱり国のためにとか、皆さんに使っていただきたいと一人ひとりがそういう意識を持ち

ながら、そして住んでいただきたいという市長の市民参加の一番もとはどこですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員にお答え申し上げます。 

 現在、愛知県で、市営住宅を35市の中でも展開してみえるところがあるわけでございます

けれども、さまざまな形でその利用があるわけでございます。また、大変御苦労をされてい

るという話も聞くわけでございます。そうした中で、私ども弥富市といたしましては先ほど

お話をさせていただいたとおりでございますので、御理解を賜りたいと思っております。 

 これからの税収、自主財源の確保ということが、本当に安心・安全なまちづくりにおいて

は大変重要になるわけでございます。こういった中におきましては、議員の皆さんともども、

税収の確保ということにつきましては御尽力をいただきたいというふうに思っております。

それが、ひいてはまちの基盤整備であり、あるいはさまざまな山積しております課題に対す

る計画的なまちづくりになっていくというふうに思っていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 市民参加というお話でございますが、今私ども行政を推進する上においては、議会の皆さ

んと同様に市民の皆様の御意見を伺いながら物事を進めていかなきゃいかん。いわばトライ

アングルの関係というものが重要視されるわけでございます。市民の声、そして市民と一緒

になった協働の精神のもとにまちづくりをしていくという形で市民参加というものをとらえ

ておるわけでございます。そして、市民参加の一番基本になることは、市民・住民の皆様も

責任とその権限というものに対して、その役割をきちっと果たしていただくことではないか
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というふうにも思っております。さまざまな形でパートナーシップを結びながら市民の声を

生かしていくということでございますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 市民参加というのは、市長がこの間新聞に載って、弥富市は市民箱

というふうに言われたけれども、そんな人の見えておるところに市民箱を置いたって、これ

はだれも入れないです。かえってその人が、人に言われたら困ると。徳川の８代将軍のよう

にいろんなところに置いて、そしてだれでも入れる、いいことも悪いことも入れてもらう、

そういうのがやっぱり市民参加だと思うんだね。そういうのを含めてやる方法が大事だと思

っておりますし、それから市民と話し合っていくということについては、次に私は下水の問

題を言いますけれども、中にこれは入ってしまうけれども、自分の市がこういうことをやる

ということについては、やっぱり納税者だから、当然税金でそれはつくるんだから、納税者

にきちっとした説明をしなきゃだめ。そういうのが基準となっておるんですね。だから、そ

ういう点についても今後もっと市民の中でよくしていただかないと、あいさつだけは五明地

区なんかだと23分か、はかってみえた人がおったでね。それから中六については20分という

ふうで、市長が一方的にしゃべっちゃって、市民参加って、私らは何にも言うことがなかっ

たという話も聞いたわけですね。だから、そういうのを含めてやっていただきたいというこ

とで、ひとつそれだけの分についてはお願いします。 

 次に、下水の問題をさせていただきます。 

 公共下水について平島町に説明が全くないと言われておるんですけども、これはどういう

ふうな説明を、市長は、やります、やりますと去年の３月ごろから言ってみえるけれども、

行かれたのか行かれないのか、その１点。いつ行かれたかのか。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 端的にお答え申し上げます。 

 公共下水道の説明等につきましては、平島地区にお邪魔いたしました。このときには、ち

ょっと具体的な日にちは今確認ができませんけれども、工事の具体的な内容であるとか、あ

るいは各地区の関係の皆様にお集まりをいただいて、宅内での公共ますの位置であるとか、

交通規制等が発生するもんですから、そういうことに対する協力依頼、あるいは今後の接続

という問題につきましても御説明をさせていただいた経緯でございます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） この間、区長に聞いたら、まだ説明はもらっておらんよと。わしは

聞いておらんと。とにかく工事をやるということについては、こういうふうにやりますよと

いう話は聞いたと。それから一番初めのときには、加入金として15万を払っていただくと。
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それについてはそういう説明があったということを聞いておるんですけれども、全く今市長

が言われるような話とは食い違っておるんですけれども、市長が行ったというなら、これは

私が言うことでもないし、公共下水をやる以上は製造責任とか説明責任がありますね。こう

いうものについて、今の下水は平島町をやる工事と、それから中六の駅前の辺をやる工事と

は、１メーター当たり同じ金額で発注されるんですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 大原議員の質問にお答えいたします。 

 平島町と中六町地内とで事業費的に同じ事業費でやれるかということだろうと思いますが、

これにつきましては、同じ平島町地内でもそうでございますが、一つの工法的なものでやれ

るところ、特に私どもの方としては水との兼ね合い等がございますので、工法的な選択の中

で事業費は相違が出てくるというふうでございます。御理解をお願いします。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 私が言うのは金額ね、メーター当たり幾らでと。前に聞いたときで

も、矢板を打って、この辺だと大体海底から60センチぐらい高いね。駅の方へ行くと海抜２

メーターぐらいということで、水面よりもっと低くなるということですね。だから、それに

ついて、当然１メーターやるのに水を吸い上げたり、何かしないかんわけね。平島町で１メ

ーター掘るのと、ここでは３メーター下へ掘らないかんということと同じぐらいの価値観が

出るわけね、逆に。そうすると、その工事費はどういうふうに変わるんだということ。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 工事費でどれぐらいと、金額的なことはちょっと私も差し控えさ

せていただきたいわけですが、先ほど言いましたように、同じ事業の中で管を埋設するにつ

いても、例えば同じ平島地内であっても地下水位の高いところ低いところ、いろいろ条件が

ございます。そうした中で矢板を打って開削、いわゆる土を掘ってやる工法、またはそれに

附随してウエルをかける。また、そういったことでは対応ができないから推進工法で行くと

か、そういった工法的なこともいろいろございますので、一概にメーター幾らという金額で

の事業費ということは非常に難しい。そういった事業の中で事前に調査しまして、そこの地

区についてはどういった工法がいいかといったことを選定した上での事業になってこようか

と思いますので、その点ひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） ということは、280億近くの下水道工事費ということになっておる

んですけど、それはどうやって積算をしたの。弥富市の市街化について、公共下水について

は全体的なことを積算して出すわけね。そうしたら、どこにどういうふうに計算をされたの。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 
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○開発部長（早川 誠君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 258億、私どもの事業費でございますが、これにつきましては、先ほど来、三宮議員の質

問の中でもお答えしたように、今現在の事業費ベースの中で、当初の計画の事業費を据え置

いた中で事業の中身を参酌してやっておりますので、今、事業費配分はこういうふうになり

ましたよということ。当初の事業費にもたれて見直しをしたということでございますので、

その点はひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そうすると、もう一つ聞きますけど、280億以上はかからんという

ことだな、弥富市の公共下水は。そうじゃないと、先ほど三宮議員が言ったように、110万

とか120万かかっちゃうわけね。 

 それと私が思うには、この海部郡についてはポンプアップをできるだけしないとしたため

に、金魚池とか田んぼなんかの水を井戸を掘って出したわけだ。そういうのがあって沈下を

したもんだから、こういうのをやらないということで、パイプラインとか水を引かないと。

水をどんどん吸い上げると、中六なんかだと矢板を打ってしたのと、中部下水である一定の

ところがありましたけれども、やったらそこのうちは傾いたというふうで、市も大変になっ

たこともあるわね。当時の開発部長、課長なんかも知ってみえると思うけれども、そういう

ことがありました。水を抜けば、当然駅前なんかでも何年かたった家なんかだと傾いたり、

いろんなことも出てくる。水は相当なものが未解決なんだ。そうすると、そういう計算はさ

れておるんですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 今の280億以上かかる、かからんという、これにつきましては、

先ほども言いましたように、当初の事業費をベースにして、私どもは今の事業の進捗といっ

た状況下の中で見直しをかけて、最終的には事業年数がこれだけかかりますよというような

ことでの見直しをさせていただきました。ですが、今の経済情勢、この事業の進みぐあい、

そういったいろいろな要因があろうかと思いますが、そうした中で、またそれの時期的なも

のを私どもも逐次評価をしていかなくてはなりませんが、そういったことになればまた皆様

方にその資料等を提示して、御説明をしていきたいというふうに思っておりますので、御理

解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 今の話だと、１立方当たり157円50銭という金額は先になったら上

がるということだな。そういうことを計算しないと、とてもじゃないけど、今つなごうとし

ても危なっかしくてつなげられへんわね。市側が月に6,000円とか7,000円ぐらいで済みます

よと言っておる話が大違いになっちゃって、30立方使って6,000円ぐらい払う人が、今度は
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8,000円ぐらい払わんならんと。そういうことになり得るんじゃないかなあと思うんだけど、

そのあたりはどうですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 今、使用料について157円50銭、これが時期的に上がってくるん

じゃないかということでございますが、現段階では私どもも健全経営を目指していく上にお

いて、この金額が妥当であろうということでお示しさせていただきました。当然、今後接続

が多くなればなるほど、そういったことに関しても私どもは今の現行の中で、今の段階では

ですが、この単価で行けるというふうに踏んでおりますので、御理解がお願いしたいと思い

ます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） さっきあなたが、またそういうときになったら一遍皆さんに報告し

て見直しもお願いしたいと言うから、これはちょっといかんよということ。そういうことを

言われたら、今つなごうとした人でも157円50銭が200円か250円になってしまったら、当然

そんなもの、つなごうという人の負担が大きくなっちゃうわけ。だから、そういうことを言

っておるわけ。 

 それともう一つ、下水へ、もしつながなんだら法律に違反しますか。罰則があるのかない

のか、法律に違反になるのか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 先ほどの私の答弁の中でちょっと舌足らずの点があったら御無礼

をいたします。 

 私が先ほど言いましたのは、当初の258億の事業費で設計をした中で、現行の事業費を見

た上で私どもは事業年度を延長させていただき、そういったことをやりましたよということ

ですので、その点だけはひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

 それから、下水道に罰則があるかないかということでございますが、公共下水道の接続に

つきまして、下水道法の適用を受けることは先般の委員会の中でも申し上げたとおりでござ

います。下水道の接続に関しましては、下水道法第10条第１項によりまして、遅滞なく排水

設備を設置しなければならないと設置義務が規定されております。罰則の規定は設けられて

おりません。しかし、下水道の目的であります公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共水域

の水質保全を図るという重要な使命もございますので、接続促進について御協力いただくよ

うお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） ということは、自由参加ということだから罰則もないと。 

 それからあなたの言う、今仮設に使っておる、そのまま既設についておるものに対しては
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法的には違反にはならんと思うんだね。ただ、下水道法の中で22年に弥富市がそこに下水を

するという基準を設けてから、そこに浄化槽をつけたりということは違反だと思うんだね。

そこら辺のところの違いがあると思うんだけど、そこをはっきり言ってください。今ある施

設そのままに住宅が建って、我々もそうだけれども、中には浄化槽の補助金までもらってつ

くったやつがあるわけね。それはいいよと、つけたわけね。それを、来年、平成22年から弥

富市が下水道という条例をつくって、そこの中で、新たにつくるものについては合併浄化槽

をつくったり、それについては違反ということにはなると思うんだけれども、つくってその

ままあるやつは外さなくても何にも違反にはならんと思うんだけど、これはどうか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） ただいまの質問では、今ある合併浄化槽等々が来年度からの供用

開始に向けてそのままであったら、それは違反になるのかならないのかということでよろし

いでしょうか。 

 これは、今の下水道法上での罰則規定には私は該当してこないだろうというふうに理解を

しております。いろいろございまして、ケース・バイ・ケースの問題の対応があろうかと思

います。それについては下水道法なり、また浄化槽法に該当するのか。主には下水道法だと

思いますが、今の段階であるものについてということであれば、私は違反には該当はしてこ

ないだろうと思います。 

 ただ、下水道法の中で一つの事例と申しましては恐縮ですが、くみ取り便所から水洗便所

への３年以内の改造義務に違反した場合というようなことがありますが、こういった場合に

ついては、やはり下水道法にもたれまして、管理者である市長からの改善命令といったこと

を怠った場合については罰則規定があるということで御理解がお願いをしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） この辺だと、名古屋市だとまだ長屋、集中住宅というのがあって、

まだぼっとん便所等もあるわけだな。名古屋市は、もうとっくに公共下水、都市下水として

おるわけ。罰則は全然ないわけね。弥富市だって、今あるものについては違法にはならんと

思うんだ。私も前に調べたところ、排水というのは、開発部長はよく知ってみえると思うけ

れども、排水許可をもらって、家を建てるときに一応そこに流しますよということで地域の

土地改良、地域の区長にして、そして住宅を申請してつくるわけね。そのときに浄化槽をつ

くるということでいいわけね。それは排水ということだな。今度するのは下水なんですから、

今使っておるものをとめることは法的にできますか、できんですか。排水の方ですよ。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 再度確認をさせていただきますが、大原議員の質問の中身につい

ては、今現在、例えば合併浄化槽なり単独浄化槽で河川へ排水をしておると。それがとめら
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れるか、とめられないかということですね。 

 私どもの今ここの下水道事業に関しましては、皆様方に一日も早く接続を……。 

○１８番（大原 功君） 下水じゃなくて排水。 

○開発部長（早川 誠君） 排水につきましては、現段階では、そこへの排水について私ども

がとめるとめないということはできないと思います。以上です。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 開発部長、聞いたことだけ答えてもらえばいいんだ。余分なことは

いいからね。時間もないから、次のことを聞こうと思ってもなかなか聞けんから。 

 再度聞いておきますけれども、公共下水は自由参加で市側がお願いしたいというだけの意

味で進められるのか、強制的にいつまでにやりなさいという、そういう法律がありますか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 先ほども冒頭の回答の中で申しましたように、この公共下水道事

業につきましては、第10条第１項で遅滞なく排水設備を設置しなければならないというふう

になってございます。この「遅滞なく」という意味合いの中で速やかに皆様方にお願いをし

ていくということですが、この「設置しなければならない」というのは、私は義務規定とい

うふうに理解しております。ですから、自由参加ではなくて、これは一つは義務行為でござ

いますので、その点をひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そういうことは、先ほど聞いておる罰則があるということじゃない

の。罰則があるということを言われるわけでしょう。下水道法というのは、22年に施行され

て、下水が始まってからの話なんだね。その始まる前の話をあなたは言っておるわけね。そ

の辺の違いじゃないですか。始まってからなのか、今現在なのか、どっちなの。始まってか

らだと思うんだ、私は。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 今私が申し上げたのは下水道法の中の規定でございまして、現在

もそのようなことでございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 現在がそうだったら、先ほど言ったようにそれは罰則があるわけだ。

あんたがそういう話をされれば、罰則があるということになっちゃうんだ。今は罰則がない

から、速やかにお願いしたいというのはお願いだから、市側はね。製造物責任法というのは、

必ず製造したものとか、それを販売するものについては、消費者にちゃんと説明をしなきゃ

いかん。市の場合は納税をしてもらう。一般ではお金をいただくわけだから、その説明がな

くて、今あなたが言うように片方ではそういうふうになっています、さっきは罰則がありま
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せんでは、それはどっちが本当なのか。開発部長、おたくは大学を出ていると思うけれども、

大学でもキャリアで出る人と商学部で出る人とおるわけ。私は中学校卒業だから学問が低い

でいかんけれども、やっぱりきちっとしたことを答えてください。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 先ほど来、申しましたように、下水道法の中ではそういった罰則

規定はございません。 

 それともう一つは、来年22年の供用開始に向けて、この３月の議会におきまして使用料を

皆様方にお認めいただいた。このことに関しては、これから私どもの方も各地区に行って詳

細なる説明をしていき、皆様方に御理解を求めていくということでございますので、その点

をあわせて御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 理解ができんから聞いておるわけなんだ。 

 あなた、平島のどことどこに説明に行かれましたか、いつごろ。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） 私も、これは事業説明でございますが、平島の公民館の方へ私が

拝命を受けましてから、すべての会議には出させていただいております。平島公民館の中に

おきまして、東の方でございますが、そこで行われた工事説明会といったものにはすべて出

させていただいております。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） それは支線をやる工事説明なのか、使用料の説明なのか、ここなん

かはどうですか。 

○議長（黒宮喜四美君） 開発部長。 

○開発部長（早川 誠君） ただいま申しましたように、私どもが出ていった段階においては、

支線、いわゆるエリア、エリアの工事の関係で、そこでの宅内配管だとか工事の説明、先ほ

ど市長が申されたように、そういったことの説明に伺いました。使用料につきましては、こ

の３月に、先ほども言いましたように議会承認をしていただき、条例で制定をいたしました。

これにもたれて、今、皆様方に説明できる資料を作成中でございます。そういったものつい

てはホームページ等ではお示しをしておりますが、これから私どもも地区に入りまして説明

を実施していくということでございますので、ひとつ御理解がお願いしたいと思います。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 普通は、私も事業をやっていますけれども、埋設からしています。

大体自分が事業をやるときは、何日のものでどれだけのものを引いたら、幾らの年数で、幾

らでペイになって、幾らで利益があるということを計算するわけね。だから、市の方ではも
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う工事をどんどんどんどん進めておいて、お客さんから立方幾らもらうんだということを説

明しなきゃ、それは入る人なんかは不安だと思うね。中には建て売り住宅を買われた人もあ

ると思うけれども、そうすると、そういう建築屋さんがつくるのには、幾らの建物で、坪数

幾らで、幾らの返済ができるとやって初めて家を買うわけだね。今の下水では、下水の工事

をやっていきますよということの説明だけであって、１立米当たり幾らということについて

は説明がほとんどなされておらんわけだ。だから、平島町なんかでも本当に下水について不

安。私は反対しておるわけなんだ。今ある浄化槽をできたら使って、茨城かどこかのところ

はもう80％ぐらいやっちゃったと、市が。そうしたらつないでくれんから、もう浄化槽を使

って出してくださいというようなことも何かテレビで見たことがありますけれども、やっぱ

り何とかして参加をしていただく方法をしないと。 

 私は一番初め、この下水のときには、当時、川上議員がおったかな、町のとき、そのとき

には私は賛成だった。とにかく１軒当たり15万の加入料をいただいて、そしてそこの中で基

本料を取るという話だったの。これはとっくに変わっちゃって、もう今では１立米当たり

157円50銭というふうになっちゃって、きちっとした答えをここでしていかないと、本当に

これで50年間、157円を超していってもいいのかと。途中で、あなたが言うように、駅前の

工事がちょっと高くついちゃったと。メーターを平島だったら２万円で済んだと。駅の方を

やったら25万かかったと。こういうことが前にあったで、幾らかかるんだといったら、二十

七、八万かかるという話だった。開発部長は全然そんなにかかりませんといって、これは全

協で私は聞きましたから、駅の方へ行くと大体10倍ぐらいかかるわけね。そうすると、全体

のものを積算しておって、平島は今やっておるからこういう積算でいいけれども、駅の方へ

行ったら積算が10倍になってしまったら、とてもじゃないけどやれんようになっちゃう。そ

ういうことを聞いているから、今の使用料金が上がっていっては、一たん決まると、先ほど

言われたように下水道法があって、浄化槽に、高かったからもう一遍つなぐことはできない

んですからね。これが下水道法なんですね。今あるものについては下水道法はできたら速や

かにお願いしたいという、お願いの申し込みと法的の違反とは違いますよということ。 

 だから、その辺のところを開発部長はもっとしっかりやっていただかないと、もっとその

あたりを聞こうと思うんだけれども、開発部長もよく勉強してみえるから、できることなら

もう市長にお願いをして、反問権であなたも言う、私も言うというふうにしないと、もうこ

ういう議会というのは市民にはわかりにくいと思うんだわ。市側だって言われっ放しでやっ

ておって、そんなもの通りすがりの一般質問みたいになっちゃうわけだね。だから、市長に

聞いたら市長も、何言っておる、大原さん、こんなものどうやって金があるんだと。どうい

う計算をしてこういう金になったんだということを、三重県の上野市なんかは反問権という

のをつくって、それは議会で同意すればできるわけね、法的に。その方が一般質問がやりや



－９６－ 

すいし、市長もこういうことをやりますよと言ったって、いつまでにやると決めたこともき

ちっと守っていただけると思う。以上、それだけ。 

 時間がないからもう１点、認知症のことですけれども、国の方でも５月には約７億円近く

の補正を組んで、各自治体についても相談センターをつくったということを言ってみえるけ

れども、若年性というか、65歳前後の方については２万8,000人ぐらいの方が対象になると

いうことも聞きましたけれども、弥富もグループホームやら老人ホーム、それからデイサー

ビスもありますね。こういう人が、弥富で受けられないからよそへ行っちゃうんだね。よそ

へ行かないともう受けられんわけだね。こういう人も受けられるようにするためには、市側

に老人ホームやグループホームをつくれじゃなくて、民間でつくる許可制というのは今後考

えていかれるのか。年配者だで、よそへ行ってもらってもしようがないなあというふうに思

われるのか、ここをちょっと聞きます。 

○議長（黒宮喜四美君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員の認知症の問題につきましてお答え申し上げます。 

 まさに少子・高齢化時代、あるいは超高齢化社会という中での現状であります。弥富市に

おきましても、ことし平成21年から向こう３年間の第４期介護保険事業計画というものを策

定させていただきました。その中で私どもとしても、さまざまな要支援・要介護という問題

の中で認定をいただいている方が平成21年度は1,200名を超えるだろうという状況でござい

ます。そして、そのうちの認知症の大体の数を把握しておるわけでございますが、現在では

毎年480人前後の方がそういった形でおありになるという状況でございます。こういったこ

とからして、こういう人たちをどういう福祉計画の中で我々も手を差し伸べていかなきゃい

かんかということは大変重要な問題でございます。そういった中でさまざまな形のものを今

考えておるところでございます。詳細につきまして、民生部長の方からお答えさせていただ

きます。 

○議長（黒宮喜四美君） 民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（平野雄二君） お答えします。 

 弥富市の中の介護サービス事業所ということでお答えさせていただきます。 

 弥富市では、高齢者の方ができる限り住みなれた地域で今までどおりの生活を続けること

ができるように、介護サービスの目標の設定をいたしております。サービスの利用実績と今

後の利用動向等を検討し、先ほど市長が言われたように、第４期介護保険事業計画を策定し

たところでございます。施設サービスにつきましては、介護老人福祉施設については、県が

圏域ごとの必要定員総数等を考慮して、指定基準を満たした施設に対して指定をし、設置さ

れております。認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護施設については、市が指

定、指導・監督の権限を持ち、国の基準の範囲内で利用者等の指定基準が設定できます。原
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則、弥富市の住民のみが利用できるサービスですが、弥富市においては１ユニット内に４人

まで、他市町村の住民利用可能としております。このように、真にサービスが必要になった

ときに利用できる施設を弥富市内に限定されることなく、広範囲で考えることができるよう

になっております。以上でございます。 

○議長（黒宮喜四美君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） こういう老人ホームにしても、認知症の方がふえてくる中で、遠く

ですれば月に１回家族が行ったのがもう２ヵ月に１遍とか、下手するなら半年に１遍となっ

ちゃうと。できたら家族なり、また友達なんかが見舞いに行ってあげるとかいうようなもの

をつくるのも大事なことだし、これからこういう老人については、いろんな事業者がおりま

すけれども、利益優先ということがだんだん進んできておるわけ。だから、数多くつくって

あげて競争率が多くなれば、当然そこの中で安く見てあげるというのも一つのこれからの考

え方だと思うんだね。つくらないから、結局高い金額に障害者や認知症やいろんな人がなる

わけだから、今、デイサービスなんかは競争が物すごく激しいから、きょうそこで見ていた

だいても、そこでいかんともう次のところへ明くる日は行っちゃうから、固定客はおらんと

いうぐらいデイサービスは差が進んでおるわけね。だから、そういうのも含めて、市でやる

ということになるとなかなかあれだけれども、民間のやれる方にお願いをするなりして、多

くの方が近くで見てあげたり、あるいは介護できるようなことも、市長もそういうのも一遍

検討していただいて、そうすると市長の言う市民参加とか、市民がお互いに助け合いをやっ

ておるなあと、そういう一つの市長としてのアプローチがかかると思うもんだで、そこら辺

のところも含めてよろしくお願いして、一般質問をやめます。ありがとうございました。 

○議長（黒宮喜四美君） ５時も近くなりました。本日はこの程度にとどめ、あす継続議会を

開き、本日に引き続き一般質問を行いたいと思いますので、本日の会議はこれにて散会いた

します。御苦労さまでした。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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